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去 る 令 和 ５ 年 ５ 月

1 9日 に 開 催 さ れ た

第

3 9回 理 事 会 に お き ま し て 、 会 長 に

選 任 さ れ ま し た 関 で ご ざ い ま す 。　
何 卒 よ ろ し く お 願 い 申 し 上 げ ま す 。

　
令 和 元 年 ５ 月 か ら 重 責 を 果 た さ れ

ま し た 髙 野 孫 左 ヱ 門 前 会 長 に は 、 ２ 期４ 年 間 に わ た り 法 人 会 活 動 の 舵 取 り に当 た ら れ 、 あ り が と う ご ざ い ま し た 。会 長 ご 退 任 後 も 、  顧 問 と  い  た し ま し て 、今 後 と も ご 指 導 の ほ ど よ ろ し く お 願 い申 し 上 げ ま す 。　
髙 野 前 会 長 は 、 甲 府 法 人 会 と 山 梨

県 法 人 会 連 合 会 が 、 共 に 創 立

7 0周 年

を 迎 え る 年 に ご 就 任 さ れ 、 法 人 会 の 将来 に 向 け た 礎 と な る 各 種 記 念 事 業 を成 し 遂 げ て ま も な く 、 コ  ロ  ナ 感 染 症 の蔓 延 が 始 ま  っ  て し ま  い ま し た 。　
法 人 会 活 動 に お き ま し て も 混 乱 が

生 じ 、  様 々 な 転 換 や 工 夫 を 迫 ら れ る 中 、

研 修 会 や セ ミ ナ ー で は 、 こ れ ま で の 来場 型 に 加 え オ ン  ラ イ ン  で  の 展 開 、 ま た 、理 事 会 や 委 員 会 な ど の 各 種 会 議 で は書 面 決 議 の 活 用 等 に よ り 、 事 業 を 進 めて 参 ら れ ま し た 。 し か し な が ら 、 法 人会 の 活 動 の 重 要 な 役 割 で も あ り ま す「 各 種 の 交 流 の 場 」 の 開 催 だ け は 、 見送 り を し な く て は な ら な い 状 況 が 続き 、 法 人 会 の 会 員 の 皆 様 に 対 し て 辛 抱を お 願 い  せ ざ る を 得 な  い  つ  ら  い  お 立 場 であ  っ  た と ご 推 察 い  た し ま す 。　
こ  の よ う に 対 外 的 な 活 動 が 制 限 さ れ

る 時 期 で も あ り ま し た の  で 、 事 務 局 体制 の 整 備 を 積 極 的 に 進 め て  い た だ き まし た 。 職 員 の  ス キ ル  ア  ッ  プ は も と よ り 、情 報 ネ  ッ  ト ワ ー ク 体 制 の 整 備 や 不 要 な書 類 の 整 理 、 甲 府 法 人 会 館 の 修 繕 美化 や 長 寿 命 化 に も 取 り 組 ん で  い  た だ きま し た 。　
こ れ か ら は 、 髙 野 前 会 長 に 築 い  て  い

た だ  い た こ れ ら の 基 盤 を 有 効 に 活 用 さ

せ て  い た だ き 、 更 な る 発 展 に 取 り 組 んで  い き た  い と 思 い ま す 。　
さ て 、 甲 府 法 人 会 は 昭 和

2 4年 の 設

立 以 降 、

7 4年 に お よ ぶ 歴 史 を 積 み 上 げ

て き て お り ま す 。 戦 後 混 乱 期 の 徴 税強 化 の 時 代 、 税 制 は 「 賦 課 課 税 制 度 」か ら 「 申 告 納 税 制 度 」 へ  大 き く 転 換さ れ 、 企 業 経 営 者 が 自 ら 税 を 学 ぶ 必要 性 を 認 識 し 設 立 さ れ た の が 「 法 人会 」 と  い う 組 織 で す 。　
「 自 ら 行 動 し 、 組 織 を 形 成 し 、 活 動

を 実 践 す る 」 と い う 設 立 の 経 緯 を 振り 返 る と 、

7 4年 を 経 過 し た 今 こ そ 「 法

人 会 」 の 存 在 価 値 は ま す ま す 高 ま  っ  てい  る の  で は な  い  で し ょ う か 。　
「 法 人 会 」 は 、 ご 承 知 の 通 り 「 税 の

オ ピ  ニ  オ  ン  リ ー ダ ー 」 と し て 、 公 平 で 健全 な 税 制 実 現 の た め 、 会 員 企 業 の 皆 様の 声 を 立 法 府 等 に 提 言 す る と と も に 、税 に 関 す る 知 識 の 周 知 ・ 啓 発 や 、 租 税教 育 活 動 を 大 き な 柱 と し て 活 動 す る団 体 で す 。 同 時 に 、 甲 府 法 人 会 と して は 、  地 域 に 立 脚 し た 公 益 法 人 と し て 、社 会 貢 献 活 動 に  つ  い  て も 重 要 な も う  一本 の 柱 と し て 位 置 づ け 、 様 々 な 活 動 を展 開 し て ま  い り ま す 。　
社 会 環 境 が 大 き く 変 化 す る 中 、 私

た ち の 置 か れ て  い  る 現 実 を 会 員 の 皆 様が 議 論 し 、 そ し て 発 信 し 、 よ り 暮 ら しや す い 社 会 の 実 現 に 向 け て 、 今 こ そ 行動 す  べ  き 時 だ と 考 え て お り ま す 。

　
そ の た め に は 、 組 織 の 力 が 重 要 に な

る と こ ろ で す 。 支 部 ・ ブ ロ  ッ ク 単 位 、業 種 ・ 業 界 単 位 な ど で  の 会 員 増 強 は もち ろ ん で す が 、 会 員 間 の 交 流 の 機 会 づく り に も 力 を 入 れ て  い き 、 よ り 多 く の会 員 の 皆 様 が 活 動 に 参 加 し 、 多 く の 意見 が 交 換 で き る 場 を 創 造 し て  い き た  いと 考 え て  い ま す 。　
甲 府 税 務 署 を は じ め と す る 税 務 当

局 、 な ら び に 関 係 団 体 の 皆 様 と  の 連 携を  一  層 す す め 、 地 域 に 必 要 と さ れ る 公益 法 人 と し て 益 々  の 発 展 を 目 指 し て  いき た  い と 思 い ま す の で 、 会 員 の 皆 様 の  一層 の ご 理 解 と ご 協 力 を よ ろ し く お 願 い申 し 上 げ ま す 。（ 株 式 会 社

 山 梨 中 央 銀 行
　 　 　 　 　

代 表 取 締 役 会 長 ）

関
　 　

光
　
良

会 長 就 任 あ い さ つ

公 益 社 団 法 人 甲 府 法 人 会

 会 長

一 般 社 団 法 人 山 梨 県 法 人 会 連 合 会

 会 長

関 会 長 に お か れ ま し て は 、 ６ 月 2 0 日 に 開 催 さ れ た
山 梨 県 法 人 会 連 合 会 の 定 期 総 会 に お き ま し て 、 会 長
に 就 任 さ れ ま し た 。
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本 総 会 は 髙 野 会 長 の 挨 拶 の 後 、 第

3 9

回 理 事 会 決 議 を 経 て 上 程 さ れ た 議 案の 審 議 を 行 い 、 令 和 ４ 年 度 決 算 、 役 員選 任 の 議 案 が 審 議 さ れ 、 満 場 一 致 に て承 認 さ れ ま し た 。 役 員 改 選 で は 、 関 光良 氏 が 新 会 長 に 選 任 さ れ た ほ か 新 役員 を 選 任 し ま し た 。　
今 年 度 は 、 新 型 コ ロ ナ の 影 響 に よ り

昨 年 度 実 施 で き な か っ た 事 業 を 含 め 、「 税 知 識 の 普 及 ・ 啓 発 活 動 」 の 拡 大 や 、社 会 貢 献 事 業 な ど に 一 層 力 を 入 れ てい く こ と な ど を 確 認 し ま し た 。

　
定 時 総 会 後 の 表 彰 式 で は 、 当 会 に 永

年 ご 尽 力 を い た だ い た 役 員 等 に 対 する 表 彰 を 行 い ま し た 。本 年 度 総 会 に お  い  て 表 彰 を 受 け た 方 々退 任 役 員 感 謝 状 贈 呈　 　
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残 暑 の 候 、 公 益 社 団 法 人 甲 府 法 人

会 の 皆 様 に は 、 ま す ま す 御 清 栄 の こ とと お 慶 び 申 し 上 げ ま す 。　
こ  の 度 の 人 事 異 動 で 甲 府 税 務 署 長 を

拝 命 し 、 東 京 国 税 局 課 税 第 二 部 酒 類監 理 官 か ら 転 任 し て 参 り ま し た 穴 澤 でご ざ い ま す 。 前 任 の 福 井 同 様 、 よ ろ しく お 願  い  申 し 上 げ ま す 。　
関 会 長 を は じ め 甲 府 法 人 会 の 皆 様 に

は 、 平 素 か ら 円 滑 な 税 務 行 政 の 運 営 に格 別 の 御 理 解 と 御 協 力 、 御 支 援 を 賜り 厚 く 御 礼 申 し 上 げ ま す 。　
甲 府 法 人 会 の 皆 様 に お か れ ま し て は 、

「 税 の オ ピ  ニ  オ ン リ ー ダ ー と し て 企 業 の発 展 を 支 援 し 、 地 域 の 振 興 に 寄 与 し 、国 と 社 会 の 繁 栄 に 貢 献 す る 経 営 者 の 団体 」 と  い う 理 念 の 下 、 税 の 啓 発 、 税 知識 の 普 及 を 目 的 と し た 各 種 研 修 会 の 開催 や 小 学 校 で  の 租 税 教 室  へ  の 講 師 派 遣 、税 に 関 す る 習 字 展 、 税 に 関 す る 絵 は がき コ  ン  ク ー  ル  の 作 品 募 集 、 オ ン  ラ イ ン  によ る 「 親 子 で 学 ぶ 税 金 教 室 」 な ど 、 次の 世 代 を 担 う 子 供 達  へ  の 租 税 教 育 に 積極 的 に 取 り 組 ま れ ま し た 。

　
ま た 、  「 企 業 の 税 務 コ  ン  プ ラ イ ア ン  ス

向 上 の た め の 自 主 点 検 チ  ェ  ッ  ク シ ー ト 」の 活 用 の 呼 び か け な ど 、 適 正 な 申 告 納税 制 度 の 実 現 に 向 け た 各 種 の 事 業 を 展開 さ れ る と と も に 、 社 会 福 祉 施 設  へ  のタ オ ル 等 の 寄 贈 な ど 、 社 会 貢 献 活 動 も積 極 的 に 実 施 し て お ら れ ま す 。 皆 様 のこ う い  っ  た 活 動 は 、 私 ど も 税 務 行 政 に携 わ る 者 と し て 大 変 心 強 く 感 じ ま す とと も に 、 関 会 長 を は じ め 会 員 の 皆 様 の熱 意 に 心 か ら 敬 意 を 表 す る 次 第 で あ りま す 。　
私 ど も は 、 こ  の よ う な 甲 府 法 人 会 の

活 動 に 対 し ま し て 、 引 き 続 き 相 互 の 信頼 関 係 、 連 携 を 大 切 に し 、 緊 密 な 協 調関 係 を 維 持 し  つ  つ  、 皆 様 の 活 動 の  一  助 とな れ ま す よ う 、 各 種 研 修 会 の  へ  の 講 師派 遣 な ど 、 で き る 限 り お 手 伝 い を さ せて  い  た だ き た  い  と 考 え て お り ま す 。　
さ て 、 本 年

1 0月 １ 日 か ら 消 費 税 の イ

ン  ボ イ ス 制 度 が 開 始 さ れ ま す 。 甲 府 法人 会 の 皆 様 に は 、 税 務 署 と 連 携 し た 説明 会 の 開 催 、 ス  ポ  ッ  ト Ｃ Ｍ に よ る 制 度 の周 知 ・ 広 報 等 に 御 協 力 い  た だ き ま し て

あ り が と う ご ざ い ま す 。 イ ン ボ イ ス 発行 事 業 者 の 登 録 を さ れ た 事 業 者 の 方は 、 売 上 先 や 仕 入 先 と  の 連 絡 や 確 認 など  の 対 応 を 進 め  て  い  た だ き 、 ま た こ れ から 登 録 を さ れ る 予 定 の 事 業 者 の 方 は 、ｅ

-

T
a
xを 通 じ て 早 期 の 登 録 申 請 を お 願

い  い  た し ま す 。  私 ど も と  い  た し ま し て は 、個 々  の 事 業 者 の 方 々  に 寄 り 添  っ  た  一  層 丁寧 な 周 知 ・ 広 報 に 努 め て ま い  る 所 存 です が 、 従 前 か ら 税 務 署 の 広 報 に 御 協 力い  た だ  い  て  い  る 甲 府 法 人 会 の 皆 様 に 、 なお  一  層 の お 力 添 え を 賜 り ま す よ う 、 こ  の場 を お 借 り し て お 願  い  申 し 上 げ ま す 。　
ま た 、 国 税 庁 で は あ ら ゆ る 税 務 手 続

き が 税 務 署 に 行 か ず に で き る 社 会 を 目指 し 、 オ  ン  ラ イ  ン  の 利 用 を 推 進 し て  い ます 。 特 に 「 キ  ャ  ッ  シ  ュ  レ  ス 納 付 」 は 、 納税 者 の 利 便 性 向 上 と 社 会 全 体 の 現 金 管理 に 伴 う コ  ス ト 縮 減 の ほ か 、 デ ジ タ  ル 化に よ る 利 便 性 の 高 い 非 対 面 の 納 付 手 段と し て 有 効 と 考 え て お り 、 令 和 ７ 年 度末 ま で に 利 用 割 合 を ４ 割 と す る こ と を目 指 し て お り ま す 。 従 来 、  甲 府 法 人 会の 皆 様 に は 「 納 付 書 レ  ス  ・  キ  ャ  ッ  シ  ュ  レ  ス納 付 推 進 プ  ロ  ジ  ェ  ク ト 」 に よ る 周 知 ・ 広報 に お  い  て 多 大 な 御 協 力 を  い  た だ  い  て おり ま す が 、 今 後 と も 御 協 力 を 賜 り ます と と も に 、 ま だ 、 御 利 用  い  た だ  い  て  いな い 会 員 の 皆 様 に は 、 是 非 、 ご 利 用 をご 検 討  い  た だ き ま す よ う お 願  い  い  た し ます 。　
最 後 に な り ま す が 、 公 益 社 団 法 人

甲 府 法 人 会 の 益 々  の 御 発 展 と 、 会 員 の皆 様 の 御 健 勝 並 び に 御 事 業 の 御 繁 栄 を

心 か ら 祈 念 い た し ま し て 、 着 任 の 挨 拶と さ せ  て  い  た だ き ま す 。

新 　 メ 　 ン 　 バ 　 ー 旧 　 メ 　 ン 　 バ 　 ー

官 　 　  職 氏 　 名 前 　 任 　 署 　 等 氏 　 名 転 　 任 　 先 　 等

署 　  長 穴 澤 　 　 靖
東 京 国 税 局 　 課 税 第 二 部
酒 類 監 理 官

福 井 　 秀 二 ご 　 退 　 職

副 署 長 稲 田  統 由 起
東 京 国 税 局 　 調 査 第 二 部
調 査 総 括 課 　 課 長 補 佐

関 川 　 　 進 税 務 大 学 校 　 総 合 教 授

法 人 課 税 第 １ 部 門
統 括 官

中 島 　 幹 夫 ( 留  任 ) 　 中 島 　 幹 夫 （ 留 任 ） 　

法 人 課 税 第 ２ 部 門
統 括 官

鎌 田 　 　 晃
相 模 原 税 務 署 　 法 人 課 税
第 ２ 部 門 　 上 席 調 査 官

赤 川 　 寿 治
日 本 橋 税 務 署 　 審 理 専 門 官

（ 源 泉 所 得 税 担 当 ）

法 人 課 税 第 １ 部 門
法 人 審 理 担 当

吉 野 　 　 鎮
鰍 沢 税 務 署 　 法 人 課 税
部 門 　 上 席 調 査 官

玉 浦 　 将 憲
板 橋 税 務 署 　 法 人 課 税
第 １ 部 門 　 連 絡 調 整 官

法 人 課 税 第 ２ 部 門
源 泉 審 理 担 当

津 田 　 伸 介
甲 府 税 務 署 　 法 人 課 税
第 ２ 部 門 　 上 席 調 査 官

田 中  南 海 子
京 橋 税 務 署 　 国 際 税 務
専 門 官 付 　 上 席 調 査 官

令 和 ５ 事 務 年 度 ・ 法 人 系 統 職 員 新 旧 対 照 表 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ 令 和 5 年 7 月 1 0 日 ）

着 任 の ご あ い さ つ

甲 府 税 務 署 長

穴

 澤
　

  靖
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大 木

　
幸 人

　
㈲ 大 木 自 動 車

齊 木

　
良 太

　
㈱ サ イ キ 宝 飾

監
　 　

事

相 原

　
紀 幸

　
㈲ 相 原 商 事

髙 村

　
隆 義

　
㈱ ユ ニ オ ッ ク ス

部

 会

 長

大 木 賢 太 郎

　
㈱ オ オ キ

副 部 会 長丸 茂

　
正 樹

　
㈱ マ ル モ

鮫 田

　
光 一

　
国 際 勧 業 ㈱

中 沢

　
雄 一

　
㈲ 中 沢 実 業

遠 藤

　
宗 和

　
㈲ イ ン シ ュ ラ ン ス 相 和

幹
　 　

事

藤 田

　
尚 晋

　
㈱ デ ィ ナ ッ ク 中 日 本

日 原

　
孝 樹

　
㈱ 早 野 組

坂 本

　
哲 啓

　
甲 府 ビ ル サ ー ビ ス ㈱

笠 井

　
健 弘

　
㈱ 峡 南 堂 印 刷 所

長 澤

　
修

　 　

㈱ ソ ネ ッ ト

竹 野

　
幹 男

　
竹 野 司 法 書 士 事 務 所

野 田 み ゆ き

　
昭 和 建 設 工 業 ㈱

監
　 　

事

岸 本

　
敏 江

　
敷 島 金 属 工 業 ㈱

相

 談

 役

深 澤 由 美 子

　
熊 野 屋 物 産 ㈱

副 部 会 長東 條

　
初 恵

　
㈱ シ ラ ネ パ ッ ク

秋 山 加 代 子

　
㈱ ホ テ ル 舟 山

新 海 比 呂 栄

　
㈱ 新 海 不 動 産 業

雨 宮

　
恵 美

　
㈲ 雨 宮 オ ー ト ボ デ ィ ー

　 　 　 　 　 　

サ ー ビ ス

湯 沢

　
律 子

　
湯 沢 工 業 ㈱

三 澤

　
早 苗

　
㈱ 三 澤 工 業

永 井

　
理 恵

　
㈱ 東 邦 観 光 サ ー ヴ ィ ス

内 藤

　
誠 子

　
㈲ テ ラ ワ ン

理
　 　

事

中 村

　
友 恵

　
㈱ 中 村 建 設

飯 野 み づ ほ

　
㈱ ア ル フ ァ ジ ュ エ リ ー

早 川

　
悦 子

　
中 央 ベ ニ ヤ ㈱

堀 内

　
直 子

　
丸 市 倉 庫 ㈱

石 井

　
敦 子

　
疾 測 量 ㈱

荒 井

　
房 子

　
㈱ 荒 井 建 材

　
５ 月

1 1日 、 女 性 部 会 及 び 青 年 部 会 の

第

1 3回 定 時 総 会 を 古 名 屋 ホ テ ル に お い

て 開 催 し ま し た 。 甲 府 税 務 署 の 福 井 署長 、 親 会 か ら 関 副 会 長 に ご 出 席 い た だき ま し た 。　
最 初 に 行 っ た 女 性 部 会 の 定 時 総 会 で

は 、 令 和 ４ 年 度 の 事 業 報 告 と 令 和 ５ 年度 の 事 業 計 画 が 満 場 一 致 に て 承 認 され 、 さ ら に 本 年 は 役 員 改 選 の 年 に あ たり 、 飯 島 部 会 長 が 再 任 さ れ ま し た 。　
次 に 行 っ た 青 年 部 会 の 定 時 総 会 で

は 、 令 和 ４ 年 度 の 事 業 報 告 と 令 和 ５ 年度 の 事 業 計 画 が 満 場 一 致 に て 承 認 さ れま し た 。 ま た 青 年 部 会 も 役 員 改 選 の 年に あ た り 、 髙 村 部 会 長 が 退 任 さ れ 、 新た に 大 木 賢 太 郎 氏 が 青 年 部 会 長 に 選 任さ れ ま し た 。

女 性 部 会 長 に 飯 島 朱 美 氏 を 再 任 、 新 青 年 部 会 長 に 大 木 賢 太 郎 氏

女 性 部 会 ・ 青 年 部 会 の 定 時 総 会 を 開 催新 役 員 名 簿 （ 敬 称 略 ）

再 任 さ れ た
飯 島 部 会 長

青 年 部 会 長 を 退 任 さ れ た
髙 村 前 部 会 長

青 年 部 会 長 に 選 任 さ れ た
大 木 新 部 会 長

女

  性

  部

  会

青

  年

  部

  会

部

 会

 長

飯 島

　
朱 美

　
㈱ 入

　
兆

「 い ち ご 」 の ネ ー ミ ン グ は 、 2 0 1 1

年 夏 の 節 電 目 標 「 1 5 ％ 」 に 由 来 し

て い ま す 。

い ち ご は 「 毎 年 実 を つ け る 多 年 草 」

で あ り 「 全 国 各 地 で 広 く 栽 培 」 さ

れ ま す 。

そ の イ メ ー ジ を 毎 年 女 性 部 会 が 全

国 的 に 継 続 し て 取 り 組 む 社 会 貢 献

活 動 に 重 ね ま し た 。
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７ 月

2 6日 、 甲 府 法 人 会 と 山 梨 県 法 人

会 連 合 会 は 、 定 時 総 会 の 出 席 者 な ど から 寄 せ ら れ た タ オ ル 、 石 け ん 、 テ ィ ッシ ュ 、 使 用 済 み 切 手 な ど の 品 々 を 、 山梨 県 と 山 梨 県 社 会 福 祉 協 議 会 に 寄 贈 しま し た 。　
寄 贈 式 で は 、 関 会 長 か ら 山 梨 県 福 祉

保 健 部 健 康 長 寿 推 進 課 の 清 野 課 長 、 山梨 県 社 会 福 祉 協 議 会 の 髙 野 会 長 に 、 それ ぞ れ タ オ ル 等 を お 渡 し ま し た 。 こ れら の 品 々 は 、 山 梨 県 と 山 梨 県 社 会 福 祉協 議 会 を 通 じ て 、 県 内 の 福 祉 施 設 な どに 贈 ら れ ま す 。

会 員 か ら 寄 せ ら れ た タ オ ル 等 を 寄 贈会 員 か ら 寄 せ ら れ た タ オ ル 等 を 寄 贈

社 会 貢 献 活 動

山 梨 県 社 会 福 祉 協 議 会 へ の 寄 贈 山 梨 県 へ の 寄 贈

寄 せ ら れ た 品 々

　 タ オ ル 類 　 　 　 　 　 　 8 4 2  枚

　 石 け ん 類 　 　 　 　 　 　    9 7  個

　 箱 テ ィ ッ シ ュ 　 　 　 　    7 4  個

　 ポ ケ ッ ト テ ィ ッ シ ュ 　  3 4 0  個

　 マ ス ク 　 　 　 　 　 　 　  1 5 0  枚

　 使 用 済 み 切 手 　 　 　      9. 9 k g

　 未 使 用 切 手 　 　 　 　 　 　 5 5  枚

　 未 使 用 ハ ガ キ 　 　 　  　 1 1 1  枚

　 未 使 用 テ レ ホ ン カ ー ド 　   4  枚

　
７ 月

1 4日 女 性 部 会 に よ る 日 帰 り 研

修 会 が 実 施 さ れ ま し た 。　
今 回 は 女 性 部 会 員

1 4名 が 参 加 し 、

東 京 ・ 日 本 橋 の 三 井 記 念 美 術 館 に おい て 三 井 グ ル ー プ の 元 祖 三 井 高 利 と越 後 屋 道 井 家 創 業 期 の 事 業 と 文 化 につ い て 鑑 賞 し ま し た 。　
ま た 、 老 舗 「 う な ぎ 割 烹

 

大 江 戸 」

の 社 長 か ら 、 日 本 橋 の 歴 史 に つ い ての 講 話 を い た だ き 、 お い し い ラ ン チも い た だ き ま し た 。　
忙 し い 毎 日 を 過 ご し て い る 女 性 部

会 員 に と っ て 「 心 の 充 電 」 が 出 来 た楽 し い 一 日 に な り ま し た 。

　
６ 月

1 7日 、 山 梨 市 花 か げ ホ ー ル に

お い て 、 「 メ キ シ コ ・ 日 本 外 交 樹 立１ ３ ５ 周 年 記 念 コ ン サ ー ト 」 が 開 催さ れ 、 甲 府 法 人 会 女 性 部 会 が 後 援 しま し た 。　
メ キ シ コ 出 身 で 世 界 を 舞 台 に 活 躍

す る ピ ア ニ ス ト

　
ア レ ハ ン ド ロ ・ ベ

ラ 氏 の ほ か 、 や ま な し 大 使 で も あ り国 内 外 で 聴 衆 を 魅 了 す る オ ペ ラ 歌 手本 岩 孝 之 氏 、 甲 州 市 出 身 の 元 ロ シ ア国 立 ク レ ム リ ン バ レ エ 劇 場 プ リ ン シ バル
　
小 池 沙 織 氏 も 出 演 さ れ ま し た 。

　
女 性 部 会 員 は 、 駐 車 場 や 会 場 の 案 内

・ 誘 導 を 行 い 当 日 の サ ポ ー ト を し まし た 。

日 帰 り 研 修 参 加 者

ア レ ハ ン ド ロ ・ ベ ラ 氏 と 本 岩 孝 之 氏 と 参 加 者 の 皆 様

女 性 部 会

　
日 帰 り 研 修

女 性 部 会

　
日 帰 り 研 修

女 性 部 会 後 援女 性 部 会 後 援　 　　 　

  ピ ア ノ コ ン サ ー トピ ア ノ コ ン サ ー ト
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６ 月 ７ 日 、 本 年

1 0月 か ら ス タ ー ト す

る 予 定 の  「 イ ン ボ イ ス 制 度 」  の 概 要 と 、国 税 関 係 の 帳 簿 書 類 に 関 す る 電 子 帳 簿保 存 の 経 理 事 務 に つ い て の 研 修 会 を 開催 し ま し た 。

2 6名 の 会 場 参 加 と

4 8名 の

オ ン ラ イ ン 視 聴 を い た だ き ま し た 。　
講 師 は 甲 府 税 務 署 の 玉 浦 上 席 調 査 官

が 務 め 、 具 体 例 を 提 示 し な が ら 、 解 りや す く 説 明 し て い た だ き ま し た 。　
研 修 会 終 了 後 に は 、 会 場 参 加 者 か ら

多 く の 質 問 が 寄 せ ら れ ま し た 。

再 任 さ れ た
髙 村 青 年 部 会 長

会 場 と オ ン ラ イ ン で の 実 施

　
源 泉 部 会 講 習 会 は 、 ６ 月

2 1日 に 甲

府 会 場 、

2 7日 に 韮 崎 会 場 の 第 １ 回 を

開 催 し ま し た 。 両 会 場 と も 初 級 講 座と 上 級 講 座 を 行 い 来 年 １ 月 ま で の 全６ 回 が ス タ ー ト し ま し た 。　
講 師 は 甲 府 税 務 署 源 泉 所 得 税 担 当

の 田 中 上 席 調 査 官 が 務 め ま し た 。　
本 講 習 会 は 研 修 内 容 に よ り 、 受 講

し た い 内 容 の 日 程 だ け の ご 参 加 も 可能 で す 。 多 く の 皆 様 の ご 参 加 を お 待ち し て い ま す 。 「 源 泉 部 会 講 習 会 」

　

「 源 泉 部 会 講 習 会 」

　

が ス タ ー トが ス タ ー ト

令 和 ５ 年 度 源 泉 部 会 講 習 会 講 習 要 項 （ 初 級 講 座 ）

月 　 日 研 　 修 　 項 　 目 研 　 修 　 内 　 容

第 3 回
甲 府 会 場  9  月  1 5  日 （ 金 ）

韮 崎 会 場  9  月  1 4  日 （ 木 ）

特 殊 な 給 与 ・ 現 物 給 与 の

取 り 扱 い

○ 課 税 ・ 非 課 税 と な る 給 与

○ 各 種 手 当 ・ 物 品 支 給 ・ 経 済 的 利 益

第 ４ 回
甲  府  会  場 1 0  月 1 3  日 （  金  ）

韮  崎  会  場 1 0  月 1 1  日 （  水  ）

年 末 調 整 事 務

【 初 心 者 向 け 講 座 】

○ 年 末 調 整 の し か た （ 概 要 解 説 及 び 問 題 演 習 ）

○ 年 末 調 整 の 電 子 化

第 ５ 回
甲 府 会 場 1 1  月  2  日 （ 木 ）

韮  崎  会  場 1 1  月 7  日 （  火  ）

年 末 調 整 事 務 （ 各 種 用 紙 配 布 ）

※ 初 級 講 座 ・ 上 級 講 座 合 同 開 催

○ 年 末 調 整 の し か た 　 　 ○ 法 定 調 書 の 作 成 と 提 出

○ 給 与 支 払 報 告 書 の 書 き 方 と 提 出

第 ６ 回
甲 府 会 場  1  月  2 4  日 （ 水 ）

韮 崎 会 場  1  月  1 9  日 （ 金 ）

給 与 所 得 者 の 確 定 申 告

※ 初 級 講 座 ・ 上 級 講 座 合 同 開 催

○ 年 末 調 整 で 受 け る こ と が で き な い 控 除

○ 給 与 所 得 者 で 確 定 申 告 が 必 要 と な る 場 合

令 和 ５ 年 度 源 泉 部 会 講 習 会 講 習 要 項 （ 上 級 講 座 ）

月 　 日 研 　 修 　 項 　 目 研 　 修 　 内 　 容

第 3 回
甲 府 会 場  9  月  1 5  日 （ 金 ）

韮 崎 会 場  9  月  1 4  日 （ 木 ）

特 殊 な 給 与 ・ 現 物 給 与 の

取 り 扱 い

○ 課 税 ・ 非 課 税 と な る 給 与 　 　 〇 誤 り 易 い 事 例

○ 各 種 手 当 ・ 物 品 支 給 ・ 経 済 的 利 益

年 末 調 整 の 電 子 化 ○ 電 子 化 の メ リ ッ ト 等

第 ４ 回
甲  府  会  場 1 0  月 1 3  日 （  金  ）

韮  崎  会  場 1 0  月 1 1  日 （  水  ）

海 外 派 遣 社 員 給 与 の 取 扱 い 等
○ 居 住 者 非 居 住 者 の 判 定

○ 出 国 後 に 支 払 う 賞 与 等 の 課 税 等

非 居 住 者 、 外 国 法 人 に 支 払 う

所 得 の 源 泉 徴 収 事 務
○ 源 泉 所 得 税 の 課 税 対 象 と な る 支 払 等

第 ５ 回
甲 府 会 場 1 1  月  2  日 （ 木 ）

韮  崎  会  場 1 1  月 7  日 （  火  ）

年 末 調 整 事 務 （ 各 種 用 紙 配 布 ）

※ 初 級 講 座 ・ 上 級 講 座 合 同 開 催

○ 年 末 調 整 の し か た 　 　 ○ 法 定 調 書 の 作 成 と 提 出

○ 給 与 支 払 報 告 書 の 書 き 方 と 提 出

第 ６ 回
甲 府 会 場  1  月  2 4  日 （ 水 ）

韮 崎 会 場  1  月  1 9  日 （ 金 ）

給 与 所 得 者 の 確 定 申 告

※ 初 級 講 座 ・ 上 級 講 座 合 同 開 催

○ 年 末 調 整 で 受 け る こ と が で き な い 控 除

○ 給 与 所 得 者 で 確 定 申 告 が 必 要 と な る 場 合

「 イ ン ボ イ ス 制 度 ・「 イ ン ボ イ ス 制 度 ・電 子 帳 簿 保 存 の 経 理 事 務 」電 子 帳 簿 保 存 の 経 理 事 務 」研 修 会 を ハ イ ブ リ  ッ  ド 開 催研 修 会 を ハ イ ブ リ  ッ  ド 開 催
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甲 府 法 人 会 で は 、 青 年 部 会 と 女 性 部

会 を 中 心 に 租 税 教 育 活 動 の 実 施 に 力 を入 れ て い ま す 。 特 に 小 学 校 を 訪 問 し ての 「 税 金 教 室 」 の 開 催 を そ の 活 動 の 柱と し て お り 、 小 学 校 の １ 学 期 で あ る ４月 か ら ７ 月 に か け て の 「 税 金 教 室 」 の

開 催 状 況 は 左 の 表 の と お り で す 。　
小 学 校 ８ 校 に お い て

1 1回 の 「 税 金 教

室 」 を 開 催 し 、 合 計 ２ ８ ２ 名 の 児 童 に受 け て い た だ き ま し た 。　
引 き 続 き ２ 学 期 以 降 も 積 極 的 に 取 り

組 ん で い き ま す 。

小 学 校 に お い て小 学 校 に お い て
  「 税 金 教 室 」 を 開 催「 税 金 教 室 」 を 開 催

7 月 1 9 日 （ 水 ） 北 杜 市 立 武 川 小 学 校 　 1 億 円 の 模 擬 紙 幣 に 興 味 津 々7 月 1 1 日 （ 火 ） 南 ア ル プ ス 市 立 落 合 小 学 校

5 月 1 8 日 （ 木 ） 南 ア ル プ ス 市 立 白 根 源 小 学 校5 月 1 6 日 （ 火 ） 韮 崎 市 立 韮 崎 北 東 小 学 校

青 年 部 会 ・ 女 性 部 会 が 実 施 し た 「 税 金 教 室 」

実 施 日 学 　 校 　 名 講 　 　 師

５ 月  1 6  日 （ 火 ） 韮 崎 市 立 韮 崎 北 東 小 学 校
飯 島 朱 美 氏 （ 女 性 部 会 ）

秋 山 加 代 子 氏 （ 女 性 部 会 ）

５ 月  1 8  日 （ 木 ） 南 ア ル プ ス 市 立 白 根 源 小 学 校
髙 村 隆 義 氏 （ 青 年 部 会 ）

日 原 孝 樹 氏 （ 青 年 部 会 ）

５ 月  2 3  日 （ 火 ） 甲 府 市 立 中 道 北 小 学 校
大 木 賢 太 郎 氏 （ 青 年 部 会 ）

鮫 田 光 一 氏 （ 青 年 部 会 ）

５ 月  3 0  日 （ 火 ） 甲 斐 市 立 敷 島 小 学 校

飯 島 朱 美 氏 （ 女 性 部 会 ）

秋 山 加 代 子 氏 （ 女 性 部 会 ）

永 井 理 恵 　 氏 （ 女 性 部 会 ）

６ 月  1 4  日 （ 水 ） 甲 府 市 立 北 新 小 学 校
坂 本 哲 啓 　 氏 （ 青 年 部 会 ）

笠 井 健 弘 　 氏 （ 青 年 部 会 ）

７ 月  1 1  日 （ 火 ） 南 ア ル プ ス 市 立 落 合 小 学 校
大 木 賢 太 郎 氏 （ 青 年 部 会 ）

丸 茂 正 樹 氏 （ 青 年 部 会 ）

７ 月  1 8  日 （ 火 ） 中 央 市 立 三 村 小 学 校
雨 宮 恵 美 氏 （ 女 性 部 会 ）

内 藤 誠 子 氏 （ 女 性 部 会 ）

７ 月  1 9  日 （ 水 ） 北 杜 市 立 武 川 小 学 校
髙 村 隆 義 氏 （ 青 年 部 会 ）

遠 藤 宗 和 氏 （ 青 年 部 会 ）
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⑥
1 9. 9 %

⑦
1. 3 %

④
8. 2 %

④
1 0. 7 %

②
1 4. 1 %

 

　 （ 令 和 ５ 年 ４ 月 実 施 ）
　
対 象 件 数

　
３ ， ０ ９ ０ 社

　
回 答 数

　
３ ３ ９ 社

　
回 答 率

　

1 1・ ０ ％

　　
甲 府 法 人 会 で は 、  本 年 ４ 月 に  「 税

制 改 正 に 関 す る ア ン ケ ー ト 調 査 」を 実 施 し ま し た 。 こ の ア ン ケ ー ト調 査 は 全 会 員 企 業 を 対 象 に 実 施し 、 本 年 は ３ ３ ９ 社 の 会 員 企 業 の皆 様 か ら ご 回 答 を い た だ き 、 当 会の 「 令 和 ６ 年 度 税 制 改 正 に 関 す る提 言 」 の 参 考 と さ せ て い た だ き まし た 。 ご 協 力 誠 に あ り が と う ご ざい ま し た 。

中 小 企 業 向 け 税 制令 和 ６ 年 度 税 制 改 正 を 検 討 す る に あた り 、  中 小 企 業 向 け の 税 制 で 特 に 重視 す べ  き 点 に つ い て 、  以 下 よ り

２  つ 以

内 で 選 ん で

下 さ い 。

消 費 税 ／ イ ン ボ イ ス 制 度 ①令 和 ５ 年

1 0月 １ 日 か ら 導 入 さ れ る

「 イ ン ボ イ ス 制 度 」  に  つ い て 、  イ ン ボ イス を 交 付 す る た め に は  「 適 格 請 求 書発 行 事 業 者 」  の 登 録 申 請 が 必 要 と なり ま す 。  あ な た の 会 社 に お け る 登 録申 請 状 況 を お 聞 か せ く だ さ い 。

令 和 ６ 年 度税 制 改 正 に 関 す るア ン ケ ー ト 調 査 結

果

 

Q 1

Q 3

① ② ③ ④ ⑤ 合 計

1 1 5 9 1 6 4 3 4 1 3 3 1 7

① ② ③ ④ ⑤ 合 計

1 2 8 6 0 5 9 4 1 1 2 3 0 0

① 法 人 税  の 軽 減 税 率  の 特 例  （

１ ５％ ）  の 本 則 化 等

② 設 備 投 資  ・  研 究 開 発 を 促 進 す る 税 制  の 拡 充③ 雇 用 拡 大  ・  賃 金 引 上 げ を 促 進 す る 税 制  の 拡 充④ 役 員 給 与  の 損 金 算 入  の 拡 充⑤ 交 際 費 課 税  の 損 金 算 入 枠  の 拡 大⑥ 欠 損 金  の 繰 戻 還 付 制 度  の 拡 充⑦ そ  の 他

① 課 税 事 業 者 で あ り 、  登 録 申 請 を し た② 課 税 事 業 者 で あ り 、  こ  れ か ら 登 録 申 請 す る③ 免 税 事 業 者 で  は あ る が 、  登 録 申 請 を し た④ 免 税 事 業 者 で は あ る が 、  こ れ か ら 登 録 申 請 を
す る

⑤ 免 税 事 業 者 で あ る が 、  登 録 申 請 を す る か 検 討
中 で あ る

⑥ 登 録 申 請 を す る 予 定 は な  い⑦ そ  の 他

① こ  れ ま で と 変 わ り な く 取 引 を 行 う② 課 税 事 業 者 に な ら な け れ ば 取 引 は 難 し  い③ ６ 年 間 の 経 過 措 置 等 が 終 了 す る ま で は 取 引
を 行 う が 、  そ  の 後 に  つ  い  て は 検 討 し  て  い  な  い

④ 取 引 を す る か し な  い  か  に  つ  い  て 検 討 し  て  い  な  い⑤ そ  の 他

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 合 計

2 2 8 8 5 1 8 5 5 4 2 3 2 5 8 6 0 8

① 賃 上 げ を す る② 賃 上 げ を 検 討 し た  い③ 賃 上 げ は 難 し  い④ わ か ら な  い⑤ そ  の 他

消 費 税 ／ イ ン ボ イ ス 制 度 ②課 税 事 業 者 の 方  （ 現 在 は 免 税 事 業 者で は あ る が 、  課 税 事 業 者 と な る 予 定 の方 も 含 む ）  に お 聞 き し ま す 。  イ ン ボ イス 制 度 導 入 後 の 免 税 事 業 者 と の 取 引に つ い て お 考 え を お 聞 か せ く だ さ い（ 免 税 事 業 者 の 方 は 、  空 欄 の ま ま で 結構 で す ）  。
Q 4

法 人 関 係 ／ 企 業 の 賃 上 げ政 府 は 、  「 イ ン フ レ 率 を 超 え る 賃 上げ 」  を 目 指 し て お り ま す が 、  物 価 が 高騰 す る 中 、  中 小 企 業 の 賃 上 げ が 大 きな 課 題 と な  っ  て い ま す 。  令 和 ４ 年 度 税制 改 正 に お い て 、  積 極 的 な 賃 上 げ 等を 促 す た め の 税 制 措 置 が 講 じ ら れ てい ま す が 、  あ な た の 会 社 で は 今 年 の 賃上 げ に  つ  い て ど う 対 応 し ま す か 。
Q 2

⑤ ⑥ ⑦ 合 計

8 1 0 2 3 3 5

① ② ③ ④

2 9 7 1 6 1 1



─ 9 ─

①
4 2. 7 %

②
2 0. 0 %

③
1 9. 7 %

①
3 7. 5 %

①
3 6. 3 %

②
2 8. 7 %

③
2 0. 2 %

④
0. 3 %

①
8 8. 7 %

②
4. 8 %

③
0. 3 %

②
3 4. 2 %

⑤
1 1. 5 %

⑤
2. 7 %

①
1 2. 1 %

②
4 3. 2 %③

1 7. 1 %③
2 1. 7 %

①
1 5. 0 %

②
2 3. 1 %

①
2 3. 6 %

②
1 7. 3 %

①
2 8. 8 %

④
6. 7 %

②
3 4. 2 %

②
1 4. 0 %

③
3 0. 4 %

⑥
3. 0 % ⑤

4. 0 %

①
3 0. 6 %

②
6. 3 %

③
8. 7 %

①
1 2. 0 %

①
1 1. 5 %

⑤
3. 8 %

④
6. 0 %

④
2 1. 0 %

④
2 5. 7 %

③
3 9. 0 %

④
8. 9 %

③
9. 9 %

⑤
2 8. 3 %

④
2. 9 %

④
1 5. 7 %

④
1. 8 %

②
4 0. 9 %

③
3 4. 5 %

③
2 3. 6 %

④
1 3. 7 %

①
6. 3 %

⑧
1. 5 %

③
3 4. 0 %

⑤
8. 4 %

⑤
8. 9 %

⑤
4. 1 %

⑤
2. 4 %

⑤
1. 9 %

⑤
8. 7 %

①
8. 4 %

②
3 5. 5 %

③
3 6. 0 %

⑤
8. 6 %

④
4. 4 %

⑥
7. 0 %

⑥
1 6. 8 %

⑥
2. 8 %

⑥
3 4. 8 %

⑦
7. 5 %

⑦
1 5. 0 %

⑦
1. 2 %

⑦
0. 6 %

⑥
4. 1 %

⑥
1 9. 9 %

⑦
1. 3 %

④
8. 2 %

④
1 0. 7 %

②
1 4. 1 %

①
4 2. 7 %

②
2 0. 0 %

③
1 9. 7 %

①
3 7. 5 %

①
3 6. 3 %

②
2 8. 7 %

③
2 0. 2 %

④
0. 3 %

①
8 8. 7 %

②
4. 8 %

③
0. 3 %

②
3 4. 2 %

⑤
1 1. 5 %

⑤
2. 7 %

①
1 2. 1 %

②
4 3. 2 %③

1 7. 1 %③
2 1. 7 %

①
1 5. 0 %

②
2 3. 1 %

①
2 3. 6 %

②
1 7. 3 %

①
2 8. 8 %

④
6. 7 %

②
3 4. 2 %

②
1 4. 0 %

③
3 0. 4 %

⑥
3. 0 % ⑤

4. 0 %

①
3 0. 6 %

②
6. 3 %

③
8. 7 %

①
1 2. 0 %

①
1 1. 5 %

⑤
3. 8 %

④
6. 0 %

④
2 1. 0 %

④
2 5. 7 %

③
3 9. 0 %

④
8. 9 %

③
9. 9 %

⑤
2 8. 3 %

④
2. 9 %

④
1 5. 7 %

④
1. 8 %

②
4 0. 9 %

③
3 4. 5 %

③
2 3. 6 %

④
1 3. 7 %

①
6. 3 %

⑧
1. 5 %

③
3 4. 0 %

⑤
8. 4 %

⑤
8. 9 %

⑤
4. 1 %

⑤
2. 4 %

⑤
1. 9 %

⑤
8. 7 %

①
8. 4 %

②
3 5. 5 %

③
3 6. 0 %

⑤
8. 6 %

④
4. 4 %

⑥
7. 0 %

⑥
1 6. 8 %

⑥
2. 8 %

⑥
3 4. 8 %

⑦
7. 5 %

⑦
1 5. 0 %

⑦
1. 2 %

⑦
0. 6 %

⑥
4. 1 %

⑥
1 9. 9 %

⑦
1. 3 %

④
8. 2 %

④
1 0. 7 %

②
1 4. 1 %

①
4 2. 7 %

②
2 0. 0 %

③
1 9. 7 %

①
3 7. 5 %

①
3 6. 3 %

②
2 8. 7 %

③
2 0. 2 %

④
0. 3 %

①
8 8. 7 %

②
4. 8 %

③
0. 3 %

②
3 4. 2 %

⑤
1 1. 5 %

⑤
2. 7 %

①
1 2. 1 %

②
4 3. 2 %③

1 7. 1 %③
2 1. 7 %

①
1 5. 0 %

②
2 3. 1 %

①
2 3. 6 %

②
1 7. 3 %

①
2 8. 8 %

④
6. 7 %

②
3 4. 2 %

②
1 4. 0 %

③
3 0. 4 %

⑥
3. 0 % ⑤

4. 0 %

①
3 0. 6 %

②
6. 3 %

③
8. 7 %

①
1 2. 0 %

①
1 1. 5 %

⑤
3. 8 %

④
6. 0 %

④
2 1. 0 %

④
2 5. 7 %

③
3 9. 0 %

④
8. 9 %

③
9. 9 %

⑤
2 8. 3 %

④
2. 9 %

④
1 5. 7 %

④
1. 8 %

②
4 0. 9 %

③
3 4. 5 %

③
2 3. 6 %

④
1 3. 7 %

①
6. 3 %

⑧
1. 5 %

③
3 4. 0 %

⑤
8. 4 %

⑤
8. 9 %

⑤
4. 1 %

⑤
2. 4 %

⑤
1. 9 %

⑤
8. 7 %

①
8. 4 %

②
3 5. 5 %

③
3 6. 0 %

⑤
8. 6 %

④
4. 4 %

⑥
7. 0 %

⑥
1 6. 8 %

⑥
2. 8 %

⑥
3 4. 8 %

⑦
7. 5 %

⑦
1 5. 0 %

⑦
1. 2 %

⑦
0. 6 %

⑥
4. 1 %

⑥
1 9. 9 %

⑦
1. 3 %

④
8. 2 %

④
1 0. 7 %

②
1 4. 1 %

事 業 承 継 ／ 事 業 承 継 の 形 態あ な た の 会 社 を 事 業 承 継 す る に 当た  っ  て 、  ど の よ う な 形 態 を 考 え て い るか 、  お 聞 か せ く だ さ い 。
Q 6

① 子 に 事 業 承 継 す る② 子 以 外 の 親 族 に 事 業 承 継 す る③ 親 族 外 に 事 業 承 継 す る④ 事 業 を 売 却 す る⑤ 事 業 承 継 は せ ず 廃 業 す る⑥ 当 面 、 事 業 承 継 を 行 う 予 定 は な い⑦ そ の 他

①
4 2. 7 %

②
2 0. 0 %

③
1 9. 7 %

①
3 7. 5 %

①
3 6. 3 %

②
2 8. 7 %

③
2 0. 2 %

④
0. 3 %

①
8 8. 7 %

②
4. 8 %

③
0. 3 %

②
3 4. 2 %

⑤
1 1. 5 %

⑤
2. 7 %

①
1 2. 1 %

②
4 3. 2 %③

1 7. 1 %③
2 1. 7 %

①
1 5. 0 %

②
2 3. 1 %

①
2 3. 6 %

②
1 7. 3 %

①
2 8. 8 %

④
6. 7 %

②
3 4. 2 %

②
1 4. 0 %

③
3 0. 4 %

⑥
3. 0 % ⑤

4. 0 %

①
3 0. 6 %

②
6. 3 %

③
8. 7 %

①
1 2. 0 %

①
1 1. 5 %

⑤
3. 8 %

④
6. 0 %

④
2 1. 0 %

④
2 5. 7 %

③
3 9. 0 %

④
8. 9 %

③
9. 9 %

⑤
2 8. 3 %

④
2. 9 %

④
1 5. 7 %

④
1. 8 %

②
4 0. 9 %

③
3 4. 5 %

③
2 3. 6 %

④
1 3. 7 %

①
6. 3 %

⑧
1. 5 %

③
3 4. 0 %

⑤
8. 4 %

⑤
8. 9 %

⑤
4. 1 %

⑤
2. 4 %

⑤
1. 9 %

⑤
8. 7 %

①
8. 4 %

②
3 5. 5 %

③
3 6. 0 %

⑤
8. 6 %

④
4. 4 %

⑥
7. 0 %

⑥
1 6. 8 %

⑥
2. 8 %

⑥
3 4. 8 %

⑦
7. 5 %

⑦
1 5. 0 %

⑦
1. 2 %

⑦
0. 6 %

⑥
4. 1 %

⑥
1 9. 9 %

⑦
1. 3 %

④
8. 2 %

④
1 0. 7 %

②
1 4. 1 %

① こ れ ま で  の 改 正 で 十 分 で あ り 、  当 面 は 利 用 状
況 等 を 注 視 す る

② 相 続 時 精 算 課 税 制 度 な ど 生 前 贈 与 制 度 の 更
な る 拡 充 を 求 め  る

③ 納 税 猶 予 制 度 の 特 例 措 置 の 更 な る 拡 充 や 適
用 期 限  の 延 長 を 求 め  る

④ 欧 州 主 要 国 の よ う に 、  事 業 用 資 産 を 他 の  一  般
資 産 と 切 り 離 し 、  事 業 用 資 産  へ  の 課 税 を 軽 減あ る  い  は 免 除 す る 制 度  の 創 設 を 求 め  る

⑤ そ  の 他

① 生 前 贈 与 が 促 進 さ れ る と 思 う② 生 前 贈 与 が 少 し は 進 む と 思 う③ 生 前 贈 与 が 進 む と は 思 わ な い④ わ か ら な い⑤ そ の 他

事 業 承 継 ／ 事 業 承 継 税 制政 府 は 、 事 業 承 継 を 促 進 す る た め の税 制 支 援 策 を 講 じ て い ま す 。 こ れ まで の 改 正 を 踏 ま え て 、 事 業 承 継 税 制に つ い て 特 に 重 視 す べ き 点 を

２ つ 以

内 で 選 ん で

下 さ い 。

Q 7

① 税 務 デ  ー  タ 処 理  の 機 器 な ど 新 た な 設 備 投 資②  ソ  フ  ト ウ  ェ  ア  の 変 更 や 新 規 購 入③ 煩 雑 な 経 理 処 理 や 事 務 処 理④ 事 務 負 担  の 増 加 に よ  る 人 件 費  の 負 担 増⑤ イ  ン  ボ イ  ス  制 度 に  つ  い  て  の 社 員 教 育⑥ 免 税 事 業 者 と  の 取 引⑦ 特 に 問 題 な く 対 応 で き る⑧ そ  の 他

相 続 税  ・  贈 与 税令 和 ５ 年 度 税 制 改 正 で は 、  資 産 移 転の 時 期 に 対 す る 中 立 性 を 高 め て い く観 点 か ら 、  相 続 開 始 前 に 暦 年 課 税 贈与 が あ  っ た 場 合 、  相 続 財 産 に 加 算 され る 生 前 贈 与 の 期 間 を ３ 年 か ら ７ 年に 延 長 す る 等 の 見 直 し が 行 わ れ ま した 。  ま た 、  相 続 時 精 算 課 税 制 度 に  つ いて は 、  資 産 の 早 期 の 世 代 間 移 転 を 促進 す る 観 点 か ら 、  同 制 度 を 選 択 後 も毎 年 １ １ ０ 万 円 以 下 の 贈 与 に つ い ては 贈 与 税 の 申 告 が 不 要 と な る 等 の 見直 し が 行 わ れ ま し た 。  今 回 の 改 正 によ り 、  若 年 世 代 へ  の 資 産 移 転 が 促 進す る と 思 い ま す か 。
Q 8

①
4 2. 7 %

②
2 0. 0 %

③
1 9. 7 %

①
3 7. 5 %

①
3 6. 3 %

②
2 8. 7 %

③
2 0. 2 %

④
0. 3 %

①
8 8. 7 %

②
4. 8 %

③
0. 3 %

②
3 4. 2 %

⑤
1 1. 5 %

⑤
2. 7 %

①
1 2. 1 %

②
4 3. 2 %③

1 7. 1 %③
2 1. 7 %

①
1 5. 0 %

②
2 3. 1 %

①
2 3. 6 %

②
1 7. 3 %

①
2 8. 8 %

④
6. 7 %

②
3 4. 2 %

②
1 4. 0 %

③
3 0. 4 %

⑥
3. 0 % ⑤

4. 0 %

①
3 0. 6 %

②
6. 3 %

③
8. 7 %

①
1 2. 0 %

①
1 1. 5 %

⑤
3. 8 %

④
6. 0 %

④
2 1. 0 %

④
2 5. 7 %

③
3 9. 0 %

④
8. 9 %

③
9. 9 %

⑤
2 8. 3 %

④
2. 9 %

④
1 5. 7 %

④
1. 8 %

②
4 0. 9 %

③
3 4. 5 %

③
2 3. 6 %

④
1 3. 7 %

①
6. 3 %

⑧
1. 5 %

③
3 4. 0 %

⑤
8. 4 %

⑤
8. 9 %

⑤
4. 1 %

⑤
2. 4 %

⑤
1. 9 %

⑤
8. 7 %

①
8. 4 %

②
3 5. 5 %

③
3 6. 0 %

⑤
8. 6 %

④
4. 4 %

⑥
7. 0 %

⑥
1 6. 8 %

⑥
2. 8 %

⑥
3 4. 8 %

⑦
7. 5 %

⑦
1 5. 0 %

⑦
1. 2 %

⑦
0. 6 %

⑥
4. 1 %

⑥
1 9. 9 %

⑦
1. 3 %

④
8. 2 %

④
1 0. 7 %

②
1 4. 1 %

地 方 税 ／ 固 定 資 産 税地 方 の 自 主 財 源 と し て 大 き な ウ エ イト を 占 め る 固 定 資 産 税 は 、  そ の 税 収が 景 気 に 左 右 さ れ な い こ と か ら 地 方税 に 適 し て い る と 言 わ れ て い ま す 。  その  一  方 で 、  負 担 感 の 高 ま り な ど か ら 抜本 的 な 見 直 し が 必 要 と の 意 見 が あ りま す 。  固 定 資 産 税 を 見 直 す と し た 場合 、  特 に 重 視 す べ  き 点 を

２  つ 以 内 で 選

ん で

下 さ い 。

Q 9
① 商 業 地 等 の 宅 地 の 評 価 方 法 を 見 直 す② 家 屋 の 評 価 方 法 を 見 直 す③ 償 却 資 産 （ 事 業 用 資 産 ） へ の 課 税　

は 廃 止 を 含 め て 見 直 す
④ 免 税 点 を 大 幅 に 引 き 上 げ る⑤ わ か ら な い⑥ そ の 他

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 合 計

1 0 2 2 1 2 9 6 9 1 1 6 5 0 3 3 3

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 合 計

3 3 7 4 1 7 8 4 3 4 4 1 0 4 3 9 8 5 2 3

① ② ③ ④ ⑤ 合 計

5 0 1 4 8 9 4 9 1 5 0 4 3 3

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 合 計

7 1 1 0 9 1 6 3 7 4 4 2 1 3 4 7 2

消 費 税 ／ イ ン ボ イ ス 制 度 ③課 税 事 業 者 の 方  （ 現 在 は 免 税 事 業 者で は あ る が 、  課 税 事 業 者 と な る 予 定の 方 も 含 む ）  に お 聞 き し ま す 。  イ ン ボイ ス 制 度 導 入 に 際 し 、  あ な た の 会 社で 特 に 懸 念 さ れ る 点 が あ れ ば 、  以 下よ り

２  つ 以 内 で 選 ん で

下 さ い  （ 免 税 事

業 者 の 方 は 、  空 欄 の ま ま で 結 構 です ）  。
Q 5

④ ⑤ 合 計

8 1 6 3 1 5

① ② ③

3 8 1 3 6 5 4



─ 1 0 ─

①
4 2. 7 %

②
2 0. 0 %

③
1 9. 7 %

①
3 7. 5 %

①
3 6. 3 %

②
2 8. 7 %

③
2 0. 2 %

④
0. 3 %

①
8 8. 7 %

②
4. 8 %

③
0. 3 %

②
3 4. 2 %

⑤
1 1. 5 %

⑤
2. 7 %

①
1 2. 1 %

②
4 3. 2 %③

1 7. 1 %③
2 1. 7 %

①
1 5. 0 %

②
2 3. 1 %

①
2 3. 6 %

②
1 7. 3 %

①
2 8. 8 %

④
6. 7 %

②
3 4. 2 %

②
1 4. 0 %

③
3 0. 4 %

⑥
3. 0 % ⑤

4. 0 %

①
3 0. 6 %

②
6. 3 %

③
8. 7 %

①
1 2. 0 %

①
1 1. 5 %

⑤
3. 8 %

④
6. 0 %

④
2 1. 0 %

④
2 5. 7 %

③
3 9. 0 %

④
8. 9 %

③
9. 9 %

⑤
2 8. 3 %

④
2. 9 %

④
1 5. 7 %

④
1. 8 %

②
4 0. 9 %

③
3 4. 5 %

③
2 3. 6 %

④
1 3. 7 %

①
6. 3 %

⑧
1. 5 %

③
3 4. 0 %

⑤
8. 4 %

⑤
8. 9 %

⑤
4. 1 %

⑤
2. 4 %

⑤
1. 9 %

⑤
8. 7 %

①
8. 4 %

②
3 5. 5 %

③
3 6. 0 %

⑤
8. 6 %

④
4. 4 %

⑥
7. 0 %

⑥
1 6. 8 %

⑥
2. 8 %

⑥
3 4. 8 %

⑦
7. 5 %

⑦
1 5. 0 %

⑦
1. 2 %

⑦
0. 6 %

⑥
4. 1 %

⑥
1 9. 9 %

⑦
1. 3 %

④
8. 2 %

④
1 0. 7 %

②
1 4. 1 %

 【 ご 回 答 い た だ い た 内 訳 】

回 答 数

税 制 委 員 1 0

役 員 （ 税 制 委 員 を 除 く ） 2 5

一 般 会 員 2 6 3

合 　 計 3 0 7

回 答 数

4  人 以 下 6 5

5 〜 1 9 人 1 1 6

2 0 〜 9 9 人 1 0 9

1 0 0  〜  2 9 9  人 2 6

3 0 0  人 以 上 1 5

合 　 計 3 3 1

回 答 数

1  千 万 円 以 下 1 4 9

1  千 万 円 超 〜  5  千 万 円 以 下 1 2 8

5  千 万 円 超 〜  1  億 円 以 下 2 9

1  億 円 超 〜  3  億 円 以 下 6

3  億 円 超 〜  5  億 円 以 下 5

5  億 円 超 8

合 　 計 3 2 5

回 答 数

製 造 業 7 2

建  設 ・ 土  木 ・ 不  動  産 7 6

卸 売 ・ 小 売 ・ 飲 食 6 8

サ ー ビ ス 5 6

そ の 他 5 8

合 　 計 3 3 0

回 答 数

黒 字 申 告 2 4 2

赤 字 申 告 6 7

回 答 保 留
　 ・ そ の 他

2 0

合 　 計 3 2 9

■ 会 員 区 分

■ 従 業 員 数 ■ 資 本 金 ■ 主 た る 業 種■ 前 事 業 年 度 の
　 　 　 　 申 告 状 況

①
4 2. 7 %

②
2 0. 0 %

③
1 9. 7 %

①
3 7. 5 %

①
3 6. 3 %

②
2 8. 7 %

③
2 0. 2 %

④
0. 3 %

①
8 8. 7 %

②
4. 8 %

③
0. 3 %

②
3 4. 2 %

⑤
1 1. 5 %

⑤
2. 7 %

①
1 2. 1 %

②
4 3. 2 %③

1 7. 1 %③
2 1. 7 %

①
1 5. 0 %

②
2 3. 1 %

①
2 3. 6 %

②
1 7. 3 %

①
2 8. 8 %

④
6. 7 %

②
3 4. 2 %

②
1 4. 0 %

③
3 0. 4 %

⑥
3. 0 % ⑤

4. 0 %

①
3 0. 6 %

②
6. 3 %

③
8. 7 %

①
1 2. 0 %

①
1 1. 5 %

⑤
3. 8 %

④
6. 0 %

④
2 1. 0 %

④
2 5. 7 %

③
3 9. 0 %

④
8. 9 %

③
9. 9 %

⑤
2 8. 3 %

④
2. 9 %

④
1 5. 7 %

④
1. 8 %

②
4 0. 9 %

③
3 4. 5 %

③
2 3. 6 %

④
1 3. 7 %

①
6. 3 %

⑧
1. 5 %

③
3 4. 0 %

⑤
8. 4 %

⑤
8. 9 %

⑤
4. 1 %

⑤
2. 4 %

⑤
1. 9 %

⑤
8. 7 %

①
8. 4 %

②
3 5. 5 %

③
3 6. 0 %

⑤
8. 6 %

④
4. 4 %

⑥
7. 0 %

⑥
1 6. 8 %

⑥
2. 8 %

⑥
3 4. 8 %

⑦
7. 5 %

⑦
1 5. 0 %

⑦
1. 2 %

⑦
0. 6 %

⑥
4. 1 %

⑥
1 9. 9 %

⑦
1. 3 %

④
8. 2 %

④
1 0. 7 %

②
1 4. 1 %

①
4 2. 7 %

②
2 0. 0 %

③
1 9. 7 %

①
3 7. 5 %

①
3 6. 3 %

②
2 8. 7 %

③
2 0. 2 %

④
0. 3 %

①
8 8. 7 %

②
4. 8 %

③
0. 3 %

②
3 4. 2 %

⑤
1 1. 5 %

⑤
2. 7 %

①
1 2. 1 %

②
4 3. 2 %③

1 7. 1 %③
2 1. 7 %

①
1 5. 0 %

②
2 3. 1 %

①
2 3. 6 %

②
1 7. 3 %

①
2 8. 8 %

④
6. 7 %

②
3 4. 2 %

②
1 4. 0 %

③
3 0. 4 %

⑥
3. 0 % ⑤

4. 0 %

①
3 0. 6 %

②
6. 3 %

③
8. 7 %

①
1 2. 0 %

①
1 1. 5 %

⑤
3. 8 %

④
6. 0 %

④
2 1. 0 %

④
2 5. 7 %

③
3 9. 0 %

④
8. 9 %

③
9. 9 %

⑤
2 8. 3 %

④
2. 9 %

④
1 5. 7 %

④
1. 8 %

②
4 0. 9 %

③
3 4. 5 %

③
2 3. 6 %

④
1 3. 7 %

①
6. 3 %

⑧
1. 5 %

③
3 4. 0 %

⑤
8. 4 %

⑤
8. 9 %

⑤
4. 1 %

⑤
2. 4 %

⑤
1. 9 %

⑤
8. 7 %

①
8. 4 %

②
3 5. 5 %

③
3 6. 0 %

⑤
8. 6 %

④
4. 4 %

⑥
7. 0 %

⑥
1 6. 8 %

⑥
2. 8 %

⑥
3 4. 8 %

⑦
7. 5 %

⑦
1 5. 0 %

⑦
1. 2 %

⑦
0. 6 %

⑥
4. 1 %

⑥
1 9. 9 %

⑦
1. 3 %

④
8. 2 %

④
1 0. 7 %

②
1 4. 1 %

① 国 と 地 方 の 役 割 分 担 の 明 確 化 と 地 方 へ の 権
限 移 譲

② 地 方 税 財 源 の 充 実③ 広 域 行 政 に よ る 効 率 化④ さ ら な る 市 町 村 合 併 の 推 進 に よ る　
基 礎 自 治 体 の 拡 充

⑤ 地 方 議 会 の ス リ ム 化 と 納 税 者 視 点　
に 立 っ た チ ェ ッ ク 機 能 の 確 立

⑥ 地 方 公 務 員 給 与 の 適 正 化 な ど　
行 政 の ス リ ム 化

⑦ そ の 他

① 増 税 に よ り 財 源 の  一  部 を 確 保 す る こ と  に 賛 成
で あ る

② 全 て 増 税 以 外 の 財 源 に よ り 対 応 す る③ わ か ら な  い④ そ の 他

〈 参 考 〉  「 年 収 の 壁 」  に は 所 得 税 が 発 生 す る

１ ０ ３ 万 円 、  一  定 条 件 を 満 た す と 厚生 年 金 や 健 康 保 険 に 加 入 し て 新 たに 社 会 保 険 料 が 発 生 す る １ ０ ６ 万円 及 び １ ３  ０ 万 円 、  配 偶 者 特 別 控 除の 縮 小 が 始 ま る １ ５  ０ 万 円 な ど が あり ま す 。

防 衛 力 強 化 に 係 る 財 源 確 保 の た め の税 制 措 置政 府 は 、  防 衛 力 の 抜 本 的 な 強 化 を 行う に 当 た り 、  歳 出  ・  歳 入 両 面 か ら 安 定的 な 財 源 を 確 保 す る こ と と し て おり 、  必 要 と な る 財 源 の  一  部 を 増 税 で 対応 す る こ と と し て い ま す 。  こ の こ と につ  い て ど う 考 え ま す か 。
Q 1 1

① 就 業 調 整 に よ  っ  て 人 員 が 確 保 で き ず 困  っ  て  い  る② 就 業 調 整 に よ  る 影 響 は あ る が 、 何 と か 対 応 し
て  い  る

③ 就 業 調 整 に よ  る 影 響 は  ほ と  ん ど な  い④ わ か ら な  い⑤ そ  の 他

税 と 社 会 保 障パ ー ト 等 が 就 労 調 整 を 行 う 要 因 の  一  つと し て 、  社 会 保 険 や 税 制 上 の 扶 養 に 影響 す る  「 年 収 の 壁 」  が あ る と 言 わ れ て いま す 。  さ ら に 、  最 低 賃 金 の 引 き 上 げ に より 、  扶 養 の 範 囲 内 で 働 く に は 就 労 可 能時 間 が 今 ま で よ り 少 な く な  っ  て し ま うこ と か ら 、  人 手 不 足 で 悩 む 中 小 企 業 にと  っ  て は 深 刻 な 問 題 と な  っ  て い ま す 。  あな た の 会 社 に お  い  て パ ー ト 等 の 就 業 調整 に よ る 影 響 に  つ  い て 、  お 聞 か せ く ださ  い 。
Q 1 2

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 合 計

1 3 8 1 0 1 5 8 1 7 1 6 5 9 8 7 5 8 4

地 方 の 行 財 政 改 革行 財 政 改 革 を 推 進 す る た め に は 、  国ば か り で な く 地 方 に お い て も 自 立 、自 助 の 体 質 構 築 が 求 め ら れ ま す 。  特に 優 先 す べ  き 検 討 課 題 を 以 下 よ り

２

つ 以 内 で 選 ん で

下 さ い 。

Q 1 0

① ② ③ ④ 合 計

9 0 1 2 8 7 4 2 1 3 1 3

① ② ③ ④ ⑤ 合 計

4 0 1 1 4 1 3 0 2 0 2 9 3 3 3



─ 1 1 ─

〈 総

　
論 〉

　
令 和 ５ 年 度 税 制 改 正 は 政 府 の 「 持 続

可 能 で 格 差 の 少 な い 強 い 成 長 の 基 盤 を作 り 上 げ る 」 と い う 「 新 し い 資 本 主 義 」実 現 と い う 理 念 に 基 づ い て 改 正 が 行 われ た 。　
法 人 税 制 に つ い て は 研 究 開 発 税 制 で

投 資 増 加 の イ ン セ ン テ ィ ブ の 強 化 や 中小 企 業 者 等 の 法 人 税 軽 減 税 率 の 特 例 の延 長 等 が 行 わ れ た 。　
個 人 所 得 税 で は 家 計 の 資 産 を 貯 蓄 か

ら 投 資 へ 積 極 的 に 振 り 向 け る た め 、 株式 の 運 用 益 が 非 課 税 に な る Ｎ Ｉ Ｓ Ａ  （ 少額 投 資 非 課 税 制 度 ） の 抜 本 的 拡 充 ・ 恒久 化 、 さ ら に 公 平 で 中 立 的 な 税 制 の 実現 に 向 け 、 極 め て 高 い 水 準 の 所 得 に つい て 最 低 限 の 負 担 を 求 め る 措 置 の 導 入 、贈 与 税 で は 子 や 孫 へ の 教 育 資 金 を 一 括

贈 与 す る 場 合 の 非 課 税 措 置 の 見 直 し など が 行 わ れ た が 、 今 回 の 改 正 で は 成 長促 進 だ け が 先 行 し て 格 差 是 正 は 後 回 しに な っ て い る 。　
ま た 、 今 回 の 大 綱 に は 大 幅 に 増 や す

防 衛 予 算 を ま か な う 目 的 で 法 人 税 や 所得 税 、 た ば こ 税 の 増 税 も 記 さ れ た 。 抜本 的 に 防 衛 予 算 を 増 や す の で あ れ ば 安定 財 源 の 確 保 は 必 要 で あ る が 今 回 の 大綱 で は 富 裕 層 へ の 優 遇 が ほ と ん ど 是 正さ れ ず 国 民 に 税 負 担 を 求 め て も 説 得 力は 乏 し い 。　
税 金 は 社 会 が 必 要 と す る 行 政 経 費 を

国 民 で 分 か ち 合 う た め に 存 在 す る 。 能力 に 応 じ た 負 担 を 求 め る 税 制 の 機 能 を回 復 さ せ る こ と が 政 府 に 課 さ れ た 責 務で あ る 。

財 政 健 全 化 に 向 け て　
内 閣 府 が １ 月 に 公 表 し た 財 政 健 全 化

の 指 標 と な る 国 と 地 方 の 基 礎 的 財 政 収支 （ プ ラ イ マ リ ー バ ラ ン ス ＝ Ｐ Ｂ ） の黒 字 化 の 試 算 に よ る と ２ ０ ２ ５ 年 の 収支 は 高 い 経 済 成 長 が 実 現 し た 場 合 で も
1兆 ５ 千 億 円 の 赤 字 で 歴 史 的 な 防 衛 費

の 増 額 な ど で 赤 字 幅 は ２ ０ ２ ２ 年 ７ 月の 試 算 よ り １ 兆 円 の 悪 化 と な り 、 Ｐ Ｂの 黒 字 化 は ２ ０ ２ ６ 年 度 と し 黒 字 幅 は２ 、  ５ 兆 円 と の 試 算 が 出 て い る 。　
歳 入 に つ い て は 、 防 衛 費 増 額 の た め

の 法 人 税 、 所 得 税 な ど の 増 税 時 期 が 先送 り さ れ た こ と か ら 増 税 分 が 税 収 に 盛り 込 ま れ て い な い 。 税 収 全 体 で は 前 回試 算 に 比 べ て ２ ０ ２ ２ 年 度 の 税 収 が 約３ 兆 円 上 回 っ た こ と か ら

2 3年 度 以 降 も

上 ぶ れ 、

2 5年 度 で も こ れ ま で よ り ２ 兆

円 多 く な る と 試 算 さ れ た 。　
こ う し た シ ナ リ オ は

2 4年 度 以 降 の 実

質 成 長 率 ２ ％ 程 度 、 名 目 成 長 率 ３ ％ を見 込 ん で い る が 名 目 成 長 率 が ３ ％ を 超え た の は 過 去

2 0年 間 で １ 度 だ け で 前 提

が 甘 い と 言 わ ざ る を え な い 。　
歳 出 に つ い て は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル

ス 禍 を 名 目 に 膨 張 を 続 け て き た 。 当 初は 規 律 を 守 る が 、 国 内 総 生 産 ギ ャ ッ プを 埋 め る と い う 根 拠 の 薄 い 理 由 か ら 巨額 の 補 正 予 算 を 決 め 、 歳 出 の 中 身 は あら か じ め 積 み 上 げ た も の で は な く 使 途が 決 ま ら な い ま ま 予 備 費 や 基 金 に 積 まれ た 。　
２ ０ ２ ０ 年 度 以 降 の わ が 国 の 補 正 予

算 の 規 模 は 例 年 の ３ 兆 円 程 度 か ら 、

2 0

年 度

7 3兆 円 、

2 1年 度

3 6兆 円 、

2 2年 度

3 1、

６ 兆 円 と 大 き く 膨 れ 上 が っ た ま ま で 予算 の 無 駄 遣 い に つ な が っ て い る 。 膨 張し き っ た 予 算 を 根 っ こ か ら 見 直 し 、 歳出 を 具 体 的 項 目 ご と に 見 直 し 数 値 の入 っ た 改 革 の 工 程 表 を 作 る 必 要 が あ る 。

社 会 保 障 制 度 に つ い て　
岸 田 首 相 が 掲 げ る 異 次 元 の 少 子 化 対

策 と し て 、 政 府 は 社 会 保 険 の 枠 組 み を使 い 、 会 社 員 ら が 支 払 っ て い る 保 険 料へ の 上 乗 せ や 事 業 者 が 全 額 負 担 す る 子ど も ・ 子 育 て 拠 出 金 を 増 額 し て 児 童 手当 の 拡 充 な ど の 少 子 化 対 策 案 が 浮 上 して い る 。　
こ の 社 会 保 険 料 上 乗 せ に は 、 現 役 世

代 に 負 担 が 偏 り 、 一 律 上 乗 せ な ら 中 低所 得 者 に 不 利 、 企 業 も 負 担 増 と な り 賃上 げ に 悪 影 響 、 ま た 、 リ ス ク に 備 え る保 険 本 来 の 趣 旨 に そ ぐ わ な い な ど の 課題 が あ る 。　
か つ て 小 泉 内 閣 時 代 に 小 泉 首 相 の  「 国

民 か ら 増 税 の 方 が い い と い う 声 が 出 るま で 歳 出 改 革 を や れ 」 と い う 指 示 の もと に 「 歳 出 ・ 歳 入 一 体 改 革 」 が 行 わ れ 、社 会 保 障 費 、 公 共 事 業 費 、 人 件 費 な ど広 範 に わ た っ て メ ス が 入 っ た 。　
そ も そ も 財 源 が な け れ ば 、 支 援 拡 充

は 絵 に 描 い た 餅 で あ る 。  徹 底 し た  「 歳 出  ・歳 入 改 革 」 行 い 高 齢 者 に 偏 る 社 会 保 障を 見 直 し 、 負 担 を ど う 分 か ち 合 う か 国民 的 議 論 が 不 可 欠 で あ る 。

	

行 政 改 革 の 徹 底 に つ い て　
コ ロ ナ 禍 の 影 響 で 、 財 政 の 悪 化 が 深

刻 化 す る 形 に な っ た 、 こ の よ う な 状 況化 で 財 政 健 全 化 及 び 社 会 保 障 の 安 定 財源 を 確 保 す る た め に 、 増 税 は 不 可 欠 であ り 、 国 民 に 負 担 を 課 す の で あ る か ら 、地 方 を 含 め た 政 府 ・ 議 会 が 「 ま ず 隗 より 始 め よ 」 の 精 神 に 基 づ き 、 自 ら 身 を削 ら ね ば な ら ず 、 議 員 定 数 の 削 減 、 歳費 の 抑 制 、 政 党 助 成 金 等 を 削 減 す る など 行 政 改 革 を 徹 底 す べ き で あ る 。国 会 議 員 の 調 査 研 究 広 報 滞 在 費 に  つ  い  て　
国 会 議 員 の 歳 費 と は 別 に 毎 月 支 払 わ

税

制

委

員

会

令 和 ６ 年 度 の 税 制 改 正 に 関 す る 提 言 を 決 め る
　
甲 府 法 人 会 お よ び 山 梨 県 法 人 会 連 合 会 は 「 令 和 ６ 年 度 税 制 改 正 に

関 す る 提 言 」 を 協 議 す る た め  の 税 制 委 員 会 を 開 催 し ま し た 。　
前  ペ  ー ジ ま で 記 載 の 「 税 制 改 正 に 関 す る ア  ン  ケ ー ト 調 査 」 の 回 答 と

委 員 会 か ら  の 意 見 を 参 考 に 以 下 の 提 言 内 容 に 決 定 し て 、 公 益 財 団 法 人全 国 法 人 会 総 連 合 に 提 出 し ま し た 。
一 般 社 団 法 人 山 梨 県 法 人 会 連 合 会令 和 ６ 年 度 税 制 改 正 に 関 す る 提 言
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れ て い る １ ０ ０ 万 円 の 調 査 研 究 広 報 滞在 費 は 、 ２ ０ ２ １ 年 に 見 直 し 論 が 浮 上し 、 昨 年 の 通 常 国 会 で 与 野 党 が 「 今 国会 中 に 結 論 を 得 る 」 と 合 意 し た に も かか わ ら ず 空 約 束 に 終 わ り 、 そ の 後 の 臨時 国 会 で も 進 展 は な く た な ざ ら し の 状態 に あ る 。　
調 査 研 究 広 報 滞 在 費 は 、 使 途 を 公 開

す る 義 務 が な く 国 会 議 員 が 自 由 に 使 える 「 第 ２ の 財 布 」 と い わ れ て い る 。　
国 民 に 負 担 を 求 め る 増 税 論 議 の 一 方

で 自 分 達 の 特 権 を 手 放 さ な い の は 虫 が良 す ぎ る 。 与 野 党 が 一 致 し て 早 々 に 法改 正 を 実 現 す べ き で あ る 。マ イ ナ ン バ ー 制 度 に つ い て　
マ イ ナ ン バ ー 制 度 は 行 政 事 務 の 効 率

化 を 目 指 し て ２ ０ １ ６ 年 に 利 用 が 始 まり 、 最 大 ２ 万 円 分 の ポ イ ン ト 事 業 な どに よ り 本 年 ５ 月 末 時 点 で 人 口 の

7 2・  ４ ％

ま で カ ー ド の 普 及 が 進 ん だ が 、 一 方 、マ イ ナ カ ー ド に 絡 む ト ラ ブ ル が 相 次 いで い る 。　
こ の よ う な 中 、 政 府 は ６ 月 ２ 日 に マ

イ ナ ン バ ー に 関 す る 関 連 法 を 改 正 し 、２ ０ ２ ４ 年 秋 に 現 行 の 健 康 保 険 証 を 廃止 し て 「 マ イ ナ 保 険 証 」 に 一 本 化 す るこ と を 決 定 し た 。　
ま た 、 マ イ ナ ン バ ー の 年 金 受 給 口 座

と の ひ も づ け を 進 め る ほ か 運 転 免 許 証と の 一 体 化 や ス マ ー ト フ ォ ン へ の 搭 載等 対 象 範 囲 を 広 げ よ う と し て い る が 、全 て の 医 療 機 関 が マ イ ナ 保 険 証 に 対 応す る の は 容 易 で は な い う え 、 マ イ ナ 保険 証 に 別 人 の 情 報 を ひ も づ け る ミ ス や公 金 受 取 口 座 の 誤 登 録 、 カ ー ド 取 得 者が 受 け 取 る 「 マ イ ナ ポ イ ン ト 」 の 別 人へ の 付 与 な ど の ト ラ ブ ル は 元 を た だ せば カ ー ド 普 及 を 急 い だ 弊 害 が あ ら わ にな っ た 格 好 で あ る 。

　
政 府 は 真 の デ ジ タ ル 社 会 の 実 現 に 向

け て 、 十 分 な 期 間 を 設 け 、 国 民 の 不 安  ・不 信 を 払 拭 す る た め の 強 固 な 個 人 情 報保 護 や セ キ ュ リ テ ィ 面 に 十 分 留 意 し たシ ス テ ム を 構 築 し 国 民 の 理 解 を 得 る べき で あ る 。租 税 特 別 措 置 の 見 直 し に つ い て　
租 税 特 別 措 置 は 特 定 企 業 や 研 究 開 発

の 支 援 、 地 域 振 興 と い っ た 政 策 目 標 を達 成 す る た め 、  税 制 上 の 特 例 と し て 「 研究 開 発 減 税 」 や 「 住 宅 ロ ー ン 減 税 」 など ３ ６ ７ 項 目 （ ２ ０ ２ ２ 年 １ 月 現 在 ）が あ り 、 税 負 担 が 優 遇 さ れ て い る が 、こ の 特 例 を 規 定 す る 租 税 特 別 措 置 法 の第 １ 章 第 １ 条 に は 「 こ の 法 律 は 当 分 の間 」 と な っ て い て 、 あ く ま で 一 時 的 な措 置 で あ っ た は ず で あ る が 恩 恵 を 受 ける 業 界 に と っ て は 既 得 権 益 に な っ て いる 。　
財 務 省 が 国 会 に 提 出 し た 資 料 に よ る

と 、 ２ ０ ２ ０ 年 度 の 租 税 特 別 措 置 に よる 税 収 の 減 収 額 は ８ 兆 円 を 超 え 、 同 年度 の 税 収 の 約

1 3％ に 及 び 消 費 税 で い え

ば 約 ３ ％ に 相 当 す る 。　
法 人 税 関 連 の 租 税 特 別 措 置 に つ い て

は 、 ２ ０ １ ０ 年 度 に で き た 「 租 税 特 別措 置 の 透 明 化 法 」 に 基 づ い て 摘 要 実 態が 公 表 さ れ て い る が 、 適 用 先 の 企 業 名や 税 の 減 収 額 は 非 公 開 に な っ て い る 。法 人 税 関 連 の 措 置 は そ の チ ェ ッ ク を 総務 省 が 点 検 し て い る が ２ ０ ２ １ 年 度 の点 検 対 象 と な っ た

3 0件 の う ち

2 3件 は 客

観 的 な デ ー タ が な く 不 備 を 指 摘 さ れ た 。ま た 、 法 人 税 関 連 以 外 に つ い て は 総 務省 の 点 検 対 象 外 と な っ て い る 。　
減 収 額 が 税 収 全 体 の １ 割 を 超 え る 規

模 に も か か わ ら ず 、 情 報 公 開 や 効 果 のチ ェ ッ ク が 不 充 分 で 「 隠 れ 補 助 金 」 とも 呼 ば れ て い る 。 防 衛 費 の 拡 大 な ど が見 込 ま れ 、 増 税 圧 力 が 強 ま る な か で 情報 公 開 や チ ェ ッ ク が 不 充 分 な ま ま で は国 民 の 理 解 を え る の は 難 し い 。　
税 負 担 を 優 遇 し て お い て 十 分 に 検 証

さ れ て い な い の は 重 大 な 問 題 で あ り 、そ れ ぞ れ の 租 税 特 別 措 置 が 有 効 な の か根 本 か ら 見 直 す べ き で あ る 。
1.

	

法 人 税 改 革 に つ い て

　
令 和 ５ 年 度 の 税 制 改 正 で 売 上 高 が

１ ， ０ ０ ０ 億 円 以 上 の 企 業 を 対 象 に 法人 税 負 担 が

1 5％ を 下 回 る 国 で の 不 足 分

を 日 本 の 親 会 社 の 税 に 上 乗 せ す る グロ ー バ ル ・ ミ ニ マ ム 課 税 が 令 和 ６ 年 度に 導 入 す る こ と が 盛 り 込 ま れ 、 法 人 税収 の 増 加 が 予 想 さ れ る が 、 法 人 税 の 高い 、 低 い を 判 断 す る に は 法 人 税 、 法 人住 民 税 、 法 人 事 業 税 を 合 せ た 実 行 税 率で は な く 企 業 の 実 際 の 税 負 担 の 多 寡 を示 す 数 値 が 必 要 で 近 年 の 実 際 の 税 負 担率 は

2 0％ を 下 回 り 、 と く に 巨 大 グ ロ ー

バ ル 企 業 の 負 担 率 は 低 く 、 一 方 、 中 小 企業 は 法 定 税 率 に 近 い 負 担 に な っ て い る 。　
日 本 経 済 の 基 盤 で あ る 巨 大 企 業 が 実

際 に は ど の 程 度 の 税 負 担 を し て い る のか 、 そ れ を 踏 ま え た 議 論 が 必 要 で ある 。
2.

	

中 小 企 業 の 活 性 化 に つ い て

　
中 小 企 業 は 、 地 域 社 会 経 済 の 担 い 手

で あ る と と も に 日 本 経 済 の 礎 で も あ る 。昨 今 、 コ ロ ナ 禍 に と ど ま ら ず 自 然 災 害

も 多 発 し 、 か つ 大 規 模 化 し 中 小 企 業 を取 り 巻 く 環 境 が 一 段 と 厳 し さ を 増 し てい る 。 中 小 企 業 の 持 続 可 能 な 税 制 の 確立 を 求 め る 。
( 1)法 人 税 率 の 軽 減 措 置 等

　
中 小 企 業 に 適 用 さ れ る 軽 減 税 率 の 特

例

1 5％ の 延 長 措 置 が 継 続 的 に な さ れ て

い る が 、 時 限 措 置 で な く 本 則 化 す べ きで あ る 。 ま た 、 軽 減 税 率 の 適 用 所 得 金額 を ８ ０ ０ 万 円 以 下 か ら １ ， ６ ０ ０ 万程 度 に 引 き 上 げ る べ き で あ る 。　
中 小 企 業 の 技 術 革 新 な ど 経 済 活 性 化

及 び 設 備 投 資 支 援 に 資 す る 措 置 と し て 、以 下 の と お り 制 度 を 拡 充 し 、 延 長 措 置で は な く 本 則 化 す べ き で あ る 。①  「 中 小 企 業 投 資 促 進 税 制 」  に つ い て は 、
対 象 業 種 ・ 対 象 設 備 を 拡 充 し 、 中 古 、貸 付 の 用 に 供 す る 設 備 も 含 め る 。

② 「 少 額 減 価 償 却 資 産 の 特 例 」 に つ い
て は 、  取 得 価 額 の 損 金 算 入 の 上 限  （ 合計 ３ ０ ０ 万 円 ） を 撤 廃 し 、 全 額 を 損金 算 入 と す る 。

③ 「 中 小 企 業 経 営 強 化 税 制 」 等 を 適 用
す る 際 に は 、 対 象 業 種 ・ 対 象 設 備 ・措 置 内 容 を 拡 大 し 、 手 続 き を 簡 素 化す る と と も に 事 業 年 度 末  （ 賦 課 期 日 ）が 迫 っ た 申 請 や 認 定 に つ い て は 、 弾力 的 に 対 処 す べ き で あ る 。( 2)受 取 配 当 等 の 益 金 不 算 入 制 度 の 見 直

　
し に つ い て

　
現 行 の 受 取 配 当 金 等 の 益 金 不 算 入 制

度 は 株 式 の １ ０ ０ ％ を 保 有 す る 完 全 子会 社 や 持 ち 株 比 率 が ３ 分 の １ を 超 え る関 係 会 社 か ら の 株 式 配 当 金 は 全 額 が 益金 不 算 入 に な っ て い る 。　
ま た 、 株 式 等 保 有 割 合 ５ ％ 超 ３ 分 の

１ 以 下 の 企 業 か ら の 配 当 金 は

5 0％ を 益

金 不 算 入 、 株 式 等 保 有 割 合 が ５ ％ 以 下

税 制 関 係

法 人 税 関 係
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の 場 合 は 配 当 金 の

2 0％ が 益 金 不 算 入 と

な っ て い て 課 税 ベ ー ス を 縮 小 し て い る要 因 と な っ て い る 。　
こ の 受 取 配 当 金 の 課 税 除 外 は 株 式 投

資 の 配 当 だ け を 優 遇 す る 措 置 で あ り 、同 時 に 投 資 活 動 へ 注 力 で き る ほ ど 資 金量 の あ る 大 企 業 に 対 し て も 優 遇 措 置 とい え る こ と か ら 応 分 の 負 担 を 求 め る べき で あ る 。
( 3)役 員 給 与 の 損 金 算 入 に つ い て

　
使 用 人 に 対 す る 給 与 は 原 則 損 金 算 入

さ れ る が 、 役 員 給 与 に つ い て は 、 一 定の 給 与 以 外 の も の は 損 金 不 算 入 と な って い る 。　
役 員 給 与 は 職 務 執 行 の 対 価 で あ り 、

恣 意 性 の あ る も の な ど 課 税 上 弊 害 が ある も の を 除 い て 損 金 算 入 で き る よ う に見 直 す こ と 。　
ま た 、 業 績 連 動 給 与 に つ い て 経 営 者

の モ チ ベ ー シ ョ ン を 高 め る 観 点 か ら 同族 会 社 も 一 定 の 要 件 の も と に 損 金 算 入を 認 め る べ き で あ る 。
( 4)慶 弔 費 等 の 交 際 費 か ら の 除 外 に  つ  い  て

　
法 人 が 支 出 す る 交 際 費 等 の 額 は 冗 費

を 節 約 し て 企 業 の 自 己 資 本 を 充 実 し 、企 業 の 体 質 強 化 を 図 る と い う 政 策 的 見地 等 か ら 法 人 税 法 上 そ の 全 額 又 は 一 部の 金 額 は 損 金 不 算 入 と な っ て い る 。 しか し 、 得 意 先 、 仕 入 先 等 の 慶 弔 に 際 し支 出 す る 金 品 等 の 費 用 に つ い て は 社 会通 念 上 必 要 で あ る た め 、 通 常 要 す る 金額 の 範 囲 内 で あ る こ と を 要 件 と し て 交際 費 か ら 除 外 す べ き で あ る 。
( 5)中 小 企 業 の 減 価 償 却 方 法 に つ い て

　
２ ０ １ ６ 年 度 税 制 改 正 で 建 物 附 属 設

備 及 び 構 築 物 の 償 却 方 法 に つ い て 定 率法 が 廃 止 さ れ 、 定 額 法 に 変 更 さ れ た 。

ま た 、 全 て の 固 定 資 産 に つ い て も 定 額法 に 一 本 化 す べ き と の 議 論 が あ る が 車両 や 機 械 装 置 な ど の 固 定 資 産 は 均 等 に価 値 が 減 少 し て い く の で は 、 早 期 の 費用 化 が 抑 制 さ れ 、 中 小 企 業 に と っ て は設 備 投 資 意 欲 の 減 退 の 懸 念 が あ る た め定 率 法 と の 選 択 適 用 を 認 め る こ と 。
1.

	

所 得 税 の 見 直 し に つ い て

　
所 得 税 は 収 入 の 多 い 人 ほ ど 適 用 さ れ

る 税 負 担 率 が 高 く な る 累 進 課 税 制 度 とな っ て い る が 、 現 行 所 得 税 負 担 率 は 合計 所 得 金 額 が １ 億 円 を ピ ー ク に 所 得 金額 が 増 加 す る ほ ど 減 少 す る 逓 減 現 象 にな っ て い る 。　
こ れ は 株 式 の 譲 渡 益 や 配 当 金 、 預 貯

金 や 債 券 の 利 子 と い っ た 金 融 所 得 に 税率 の 低 い 分 離 課 税 が 適 用 さ れ て い る ため 所 得 税 の 構 造 が 逆 進 的 に な っ て い る 。　
令 和 ５ 年 度 税 制 改 正 で よ う や く 是 正

策 が と ら れ 、 所 得 が 約

3 0億 円 を 超 え る

超 富 裕 層 だ け が 対 象 で 格 差 是 正 に は 全く 不 十 分 で あ る 。　
分 離 課 税 の 大 幅 な 引 き 上 げ を 行 い 基

幹 税 と し て の 累 進 課 税 本 来 の 機 能 を 回復 す べ き で あ る 。
2.

	

災 害 控 除 制 度 の 創 設 に つ い て

　
現 行 の 雑 損 控 除 は 災 害 に よ る 損 失 と

盗 難 、 横 領 に よ る 損 失 が 同 じ 取 扱 い にな っ て い る 。　
近 年 は 各 地 で 大 規 模 な 自 然 災 害 が 起

き て い る 。 災 害 に よ る 損 失 は 盗 難 、 横領 に よ る 損 失 よ り も 多 額 に な っ て い て保 険 金 で 損 失 が カ バ ー で き き れ な い た

め 雑 損 控 除 か ら 独 立 し た 控 除 の 創 設 を要 望 す る 。
3.

	

各 種 控 除 制 度 の 見 直 し

　
所 得 税 に 関 す る 各 種 控 除 は 、 社 会 変

化 に 対 応 す べ き で あ る が 、 現 行 制 度 の中 で 給 与 所 得 控 除 、 公 的 年 金 控 除 の 引き 下 げ や 基 礎 控 除 の 引 き 上 げ 又 、 ひ とり 親 控 除 の 創 設 等 に よ り 複 雑 化 が 著 しく 、 事 務 負 担 な ど が 増 加 し て い る た め 、整 理 ・ 合 理 化 を 図 る べ き で あ る 。　
整 理 ・ 合 理 化 に あ た っ て は 、 税 制 だ

け で は な く 、 社 会 保 障 制 度 の 在 り 方 など も 一 体 と し て 働 き 方 改 革 に ふ さ わ しい も の と な る よ う 多 角 的 な 検 討 を 求 める 。
4.

	

年 少 扶 養 控 除 の 復 活 に つ い て

　
年 少 扶 養 控 除 は 子 供 手 当 の 創 設 に 伴

い 、 ２ ０ １ １ 年 度 に 廃 止 さ れ た 。 し かし ２ ０ １ ２ 年 度 に は 子 供 手 当 が 廃 止 され 、 児 童 手 当 に 改 組 さ れ た 。 児 童 手 当は ０ 歳 か ら 中 学 校 卒 業 ま で の 児 童 を 養育 し て い る 者 に 支 給 さ れ る が 所 得 制 限が あ り 、 所 得 制 限 の 前 後 で 児 童 手 当 を含 め た 世 帯 収 入 の 逆 転 現 象 が 生 じ る 問題 も あ る 。 出 産 と 子 育 て は 全 て の 世 帯に と っ て 担 税 力 が 減 殺 さ れ る も の で あり 、 子 育 て 支 援 は 実 効 性 が あ る べ き であ る 。 こ の よ う な 観 点 か ら 児 童 手 当 のあ り 方 を 見 直 し 、 年 少 扶 養 控 除 を 復 活す る べ き で あ る 。
5.

	

源 泉 所 得 税 の 納 付 期 限 に つ い て

　
我 が 国 の 取 引 の 決 済 は ほ と ん ど が 月

末 に 行 わ れ て お り 、 諸 公 課 の 納 期 限 もお お む ね 月 末 と な っ て い る 。 源 泉 徴 収

義 務 者 の 事 務 効 率 の 観 点 か ら 納 付 期 限を 給 与 等 の 支 払 月 の 翌 月 末 日 に 、 納 期特 例 適 用 者 の 納 期 限 は １ 月 末 日 と ７ 月末 日 に 改 め る こ と を 要 望 す る 。
１ ． 適 格 請 求 書 等 保 存 方 式 （ イ ン ボ

イ ス 制 度 ） に つ い て

　
２ ０ ２ ２ 年

1 0月 か ら 適 格 請 求 書 等 保

存 方 式 （ イ ン ボ イ ス 制 度 ） の 登 録 事 業者 の 申 請 が 開 始 さ れ 、 本 年

1 0月 か ら の

導 入 が 迫 り 全 て の 事 業 者 に 対 し て 、 経理 ・ 納 税 方 法 の 変 更 を 強 い る も の で ある と 同 時 に 、 免 税 事 業 者 は 適 格 請 求 書等 を 発 行 で き な い た め 、 取 引 か ら 排 除や 不 当 な 値 下 げ を 強 い ら れ る お そ れ が予 想 さ れ 、 課 税 事 業 者 に な る こ と を 選択 す る こ と が 考 え ら れ る が 、 法 人 と 比べ て 売 上 の 少 な い 場 合 が 多 い 個 人 事 業者 に と っ て は 、 消 費 税 の 納 税 額 は 決 して 少 な く な い 負 担 と な り 得 る と と も に 、消 費 税 相 当 額 の 転 嫁 が 困 難 な ケ ー ス もあ る こ と か ら 、 免 税 事 業 者 の 要 件 を 満た し て い る フ リ ー ラ ン ス ・ 個 人 事 業 者の ほ と ん ど は 、 こ の ま ま だ と 適 格 請 求書 が 発 行 で き ず 廃 業 や 仕 事 を 失 う リ スク が あ る と い う 問 題 が あ る 。 こ れ ら を踏 ま え 令 和 ５ 年 度 税 制 改 正 で 登 録 申 請に お け る 手 続 き の 柔 軟 化 や 新 た な 負 担軽 減 措 置 等 が 盛 り 込 ま れ た が 、 あ く まで も 時 限 的 な 措 置 で あ り 、 期 間 が す ぎれ ば 全 額 納 税 す る こ と に な る 。　
長 年 に わ た り 、 帳 簿 お よ び 請 求 書 等

保 存 方 式 に よ り 、 所 得 課 税 と 消 費 税 の計 算 が 一 体 的 に 計 算 で き る 仕 組 み が 定着 し て い る こ と か ら 、 イ ン ボ イ ス 制 度の 導 入 に あ た っ て は 、 十 分 な 期 間 を 設
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大 き い の が 現 状 で あ る 。 家 屋 の 評 価 につ い て は 、 家 屋 評 価 担 当 者 の 建 築 に 関す る 不 十 分 な 知 識 等 に よ り 評 価 を 見 誤る ケ ー ス も あ る 。 家 屋 評 価 の 簡 素 化 ・合 理 化 を 図 り 、 築 後 経 過 年 数 に 応 じ た評 価 方 法 に す る な ど 抜 本 的 な 見 直 し をす べ き で あ る 。　
ま た 、 近 年 、 空 き 家 、 空 き 店 舗 が 社

会 的 問 題 と な っ て い る 。 建 物 の 老 朽 化 、腐 朽 、 破 損 、 雑 草 の 繁 茂 等 に よ る 景 観の 悪 化 や 倒 壊 に よ る 周 辺 住 民 や 通 行 人へ の 危 害 、 更 に 犯 罪 の 温 床 に も つ な がり か ね な い 。　
空 き 家 の 解 体 に は 費 用 の 負 担 増 な ど

に よ り な か な か 空 き 家 対 策 が 進 ま な い現 状 と な っ て い る 。 中 で も 、 固 定 資 産税 の 仕 組 み が ネ ッ ク と な っ て い て 、 土地 の 上 に 建 物 が 建 っ て い る と 最 大 で ６分 の １ に 軽 減 さ れ る の に 対 し て 、 建 物を 解 体 し 更 地 に す る こ と で 固 定 資 産 税が 最 大 で ３ ～ ４ 倍 程 度 に な っ て し ま うと い う 問 題 が 生 じ る 。　
空 き 家 対 策 を 進 め る 観 点 か ら 建 物 を

解 体 し 、 更 地 に し た 固 定 資 産 税 の 負 担調 整 措 置 を 講 じ る 必 要 が あ る 。
2.

	

償 却 資 産 に 対 す る 固 定 資 産 税 の廃 止 に つ い て

　
償 却 資 産 に 対 す る 固 定 資 産 税 は 、 中

小 企 業 に も 課 税 さ れ る た め 、 中 小 企 業の 設 備 投 資 を 阻 害 し て い る 。 特 に 、 製造 業 を 中 心 と す る 多 額 の 設 備 を 有 す る企 業 に お い て は 固 定 資 産 税 が 高 負 担 とな っ て お り 、 企 業 収 益 を 圧 迫 し 、 企 業競 争 力 に 悪 影 響 を 与 え る 。 国 際 的 に も事 業 用 資 産 に 対 す る 課 税 が 稀 で あ る こと か ら 廃 止 を 要 望 す る 。

継 で き な く な れ ば 、 経 済 社 会 の 根 幹 が揺 ら ぐ こ と に な る 。 事 業 に 資 す る 相 続に つ い て は 、 事 業 従 事 を 条 件 と し て 他の 一 般 資 産 と 切 り 離 し 、 非 上 場 株 式 を含 め て 事 業 用 資 産 へ の 課 税 を 免 除 す る制 度 の 創 設 を 求 め る 。
1.

	

相 続 税 の 課 税 の あ り 方 に つ い て

　
２  ０  １  ３ 年  の 税 制 改 正 に よ り 、 ２  ０  １  ５

年 １ 月 １ 日 以 降 の 遺 産 に 係 る 基 礎 控 除額 （ ５ ，  ０ ０ ０ 万 円 ＋ １ ，  ０ ０ ０ 万 円 ×法 定 相 続 人 の 数 ） が 、  （ ３ ，  ０ ０ ０ 万 円＋ ６ ０ ０ 万 円 × 法 定 相 続 人 の 数 ） に 引き 下 げ ら れ て 課 税 が 強 化 さ れ た 。 そ の結 果 、 相 続 の 課 税 対 象 割 合 は 改 正 前 の２ 倍 程 度 に な っ て い る 。 課 税 割 合 が 高す ぎ る た め 、 基 礎 控 除 額 を （ ４ ，０ ０ ０ 万 円 ＋ ８ ０ ０ 万 円 × 法 定 相 続 人の 数 ） に 引 き 上 げ る こ と を 要 望 す る 。
2.

	

相 続 時 精 算 課 税 制 度 非 課 税 枠 の拡 大 等 に つ い て

　
相 続 時 精 算 課 税 は 一 定 の 直 系 親 族 間

の 贈 与 に 認 め ら れ た 特 例 と し て 、 ２ ，５ ０ ０ 万 円 ま で の 贈 与 に は 贈 与 税 が かか ら ず 、 贈 与 財 産 の 種 類 、 金 額 、 贈 与回 数 、 年 数 に 制 限 が な く 早 期 に 若 年 者に 多 額 の 財 産 を 移 転 で き る メ リ ッ ト はあ る も の の 、 内 容 の 複 雑 さ や 、 ど ん な場 合 に 適 し て い る か が 分 か り づ ら く 、利 用 し た こ と か ら 発 生 す る デ メ リ ッ トも あ り 、 利 用 す る 人 が 少 な い こ と か ら 、令 和 ５ 年 度 税 制 改 正 で 新 た に 「 年１ １ ０ 万 円 の 基 礎 控 除 」 の 枠 が 加 わ り 、２ ０ ２ ４ 年 １ 月 以 降 、 相 続 時 精 算 課 税

制 度 を 選 択 し た 人 へ の 贈 与 で も 、 年１ １ ０ 万 円 ま で な ら 贈 与 税 も 相 続 税 もか か ら ず 申 告 も い ら な く な り 、 か な り使 い 勝 手 が 良 く な り 利 用 す る 人 が 増 える 可 能 性 は 大 き い と 思 わ れ る 。 し か しな が ら 、 従 来 か ら あ る 内 容 の 複 雑 さ とデ メ リ ッ ト も 残 っ て い る こ と も あ り 、利 用 す る 場 合 は 相 当 の 注 意 が 必 要 と され て い る 。 非 課 税 枠 の 拡 大 を 含 め 更 なる 利 用 し や す い 制 度 の 見 直 し を 要 望 する 。

3． 贈 与 税 基 礎 控 除 の 引 き 上 げ に つ
い て

　

現 行 の 贈 与 税 の 基 礎 控 除 額 は

２ ０ ０ １ 年 に １ １ ０ 万 円 に 拡 大 さ れ て以 来 低 い 水 準 に 設 定 さ れ た ま ま で あ り 、資 産 が 高 齢 者 に 遍 在 し て い る 。 若 年 層へ の 資 産 の 円 滑 な 移 転 の 促 進 に よ る 消費 拡 大 に 寄 与 す る 観 点 か ら も 贈 与 税 の基 礎 控 除 額 を 現 行 の １ １ ０ 万 円 か ら２ ０ ０ 万 円 へ の 引 き 上 げ を 要 望 す る 。
印 紙 税 の 廃 止 に つ い て

　
印 紙 税 は 契 約 者 や 領 収 書 な ど の 「 紙 」

に 課 税 さ れ る が 電 子 契 約 な ど デ ジ タ ル文 書 に は 課 税 さ れ な い と い う の は 極 めて 不 合 理 で あ り 、 デ ジ タ ル ト ラ ン スフ ォ ー メ ー シ ョ ン 時 代 に そ ぐ わ な い ため 廃 止 を 要 望 す る 。
1.

	

固 定 資 産 税 の 見 直 し に つ い て

　
固 定 資 産 税 は 、 特 に 土 地 、 家 屋 の 長

期 的 な 収 益 低 下 に も 関 わ ら ず 負 担 感 が

け 、 慎 重 に 検 討 す べ き で あ る 。
2.

	
軽 減 税 率 制 度 の 廃 止 に つ い て

　
消 費 税 の 軽 減 税 率 制 度 は 消 費 税 率1 0％ へ の 引 き 上 げ 時 に 低 所 得 者 対 策 と

し て 実 施 さ れ た が 、 キ ャ ッ シ ュ レ ス 決済 で の 買 い 物 へ の ポ イ ン ト 還 元 、 プ レミ ア ム 商 品 券 の 発 行 等 に よ る 政 治 的 な「 ば ら ま き 」 に よ っ て 、 歳 出 が 歳 入 を 上回 る 結 果 と な っ た 。　
法 人 会 は こ れ ま で 消 費 税 増 税 に つ い

て 事 業 者 の 事 務 負 担 増 、 税 制 の 簡 素 化及 び 税 収 確 保 の 観 点 か ら 、 税 率

1 0％ ま

で は 単 一 税 率 を 要 望 し て き た 。  「 社 会 保障 と 税 の 一 体 改 革 」 と い う 当 初 の 目 的を 達 成 す る た め に 軽 減 税 率 制 度 を 廃 止す べ き で あ る 。　
ま た 、 低 所 得 者 対 策 と し て は 簡 素 な

給 付 措 置 の 実 施 を 要 望 す る 。

3． 事 業 者 免 税 点 制 度 の 廃 止 に  つ  い  て

　
基 準 期 間 の 課 税 売 上 高 １ ，  ０ ０ ０ 万 円

以 下 の 事 業 者 は 消 費 税 の 納 税 が 免 除 され て い る 。 消 費 税 は 事 業 者 、 消 費 者 の信 頼 の 上 に 成 り 立 っ て い る 制 度 で あ り 、益 税 等 そ の 信 頼 性 を 損 な う 特 例 措 置 は廃 止 す べ き で あ る 。
事 業 承 継 税 制 の 拡 充

　
我 が 国 の 納 税 猶 予 制 度 は 、 欧 州 主 要

国 と 比 較 す る と 限 定 的 な 措 置 に と どま っ て お り 、 欧 州 並 み の 本 格 的 な 事 業承 継 税 制 が 必 要 で あ る 。 と く に 中 小 企業 が 相 続 税 の 負 担 等 に よ っ て 事 業 が 承
事 業 承 認 税 制 関 係

相 続 税 ・ 贈 与 税 関 係

地 方 税 関 係
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3.
不 動 産 取 得 税 に つ い て

　
不 動 産 業 者 が 商 品 と し て 仕 入 れ る 土

地 や 建 物 は 販 売 を 目 的 と し て 取 得 す るも の で 取 得 者 が 使 用 す る も の で は な い 。不 動 産 取 得 税 の 減 免 又 は 免 税 を 要 望 する 。
4.
超 過 課 税 に つ い て

　
住 民 税 の 超 過 課 税 は 主 に 法 人 が 対 象

と さ れ て お り 、 長 期 間 に わ た っ て 課 税を 実 施 し て い る 自 治 体 が 多 く 、 課 税 の公 平 を 欠 く 安 易 な 課 税 と 言 わ ざ る を 得な い 。 超 過 課 税 を 実 施 し て い る 自 治 体は 出 来 る だ け 早 く 標 準 税 率 に 戻 す べ きで あ る 。
５.
そ の 他

( 1)森 林 環 境 税 の 二 重 課 税 の 解 消 と 森 林環 境 譲 与 税 配 布 基 準 の 見 直 し に つ いて
　
森 林 環 境 税 は ２ ０ １ ８ 年 度 の 税 制 改

正 で 導 入 さ れ 、 ２ ０ ２ ４ 年 度 か ら 住 民税 に 一 律 １ ，  ０ ０ ０ 円 が 上 乗 せ さ れ る 。し か し 、 森 林 環 境 税 は 同 じ 森 林 整 備 の名 目 で す で に 全 国

3 7府 県 と 横 浜 市 で 独

自 に 導 入 さ れ て い る こ と か ら 、 導 入 して い る 県 に と っ て は 、 ２ ０ ２ ４ 年 度 以降 は 「 二 重 課 税 」 と な っ て し ま う 。 制度 開 始 ま で に 二 重 課 税 と な ら な い よ う調 整 ・ 対 応 が 必 要 で あ る 。　
ま た 、 森 林 環 境 税 を 財 源 と し て 自 治

体 に 配 る 森 林 環 境 譲 与 税 は 、 ２ ０ １ ９年 度 か ら 市 区 町 村 及 び 都 道 府 県 へ の 譲与 が 始 ま り 、 使 い 道 が 森 林 整 備 及 び そ

の 促 進 に 関 す る 費 用 と さ れ て い る が 、現 行 の 配 布 基 準 は 私 有 林 人 工 林 面 積
5 0％ 、 林 業 就 業 者 数

2 0％ 、 人 口

3 0％ と

な っ て い て 森 林 が 少 な く 林 業 が 盛 ん では な い 都 市 部 に 相 対 的 に 多 い 額 が 配 分さ れ 、 森 林 が 多 い 自 治 体 に 十 分 な 配 分が さ れ な い よ う な 算 定 基 準 と な っ て いる 。 納 税 者 か ら 納 得 が 得 ら れ る 算 定 基準 の 見 直 し が 必 要 で あ る 。
( 2)ガ ソ リ ン 等 税 制 の 根 本 的 な 見 直 し 及び 揮 発 油 へ の 二 重 課 税 の 解 消 に つ いて

　
揮 発 油 税 は 道 路 の 建 設 や 修 理 を 目 的

と す る た め に 使 用 さ れ る 目 的 税 と し て徐 々 に 税 率 が 引 き 上 げ ら れ 、 １ ９ ７ ４年 に は ガ ソ リ ン １

L

当 た り 本 則 税 率

2 8・ ７ 円 に

2 5・ １ 円 を 加 え た

5 3・ ８ 円

の 暫 定 税 率 が 続 い て い る 。 本 来 時 限 期間 で あ る は ず の 暫 定 税 率 が 長 年 に わた っ て い て 、 道 路 特 定 財 源 で あ っ た にも か か わ ら ず 、 道 路 整 備 が 行 き 届 い た現 在 で は 本 来 の 目 的 以 外 に も 使 わ れ てい る 。 さ ら に 、 消 費 税 が 導 入 さ れ て 以降 は こ の 揮 発 油 税 に 消 費 税 （ ５  ・  ４ 円 ）が 課 せ ら れ て い る 。 ま た 同 様 に 軽 油 も暫 定 税 率 と な る 軽 油 引 取 税 １

L

当 た り

3 2・ １ 円 が 課 せ ら れ て い る 。
　
近 年 の 原 油 価 格 高 騰 は 円 安 の 進 行 と

ロ シ ア の ウ ク ラ イ ナ 侵 攻 後 さ ら に 拍 車が か か り 、 ガ ソ リ ン の 高 止 ま り は 国 民生 活 や 経 済 活 動 に 影 響 を 及 ぼ し 、 ガ ソリ ン の 全 国 平 均 価 格 が ３ か 月 連 続 で１ ６ ０ 円 を 超 え た 場 合 、 ガ ソ リ ン 税 を
2 5・ １ 円 引 き 下 げ る ト リ ガ ー 条 項 の 発

動 も 検 討 さ れ た が 、 政 府 は ２ ０ ２ ２ 年
1月 か ら ガ ソ リ ン な ど の 燃 料 価 格 の 上

昇 を 抑 え る た め 、 石 油 元 売 り 会 社 に 補

助 金 を 支 給 す る 「 燃 料 油 価 格 激 変 緩 和策 」 を 実 施 し 、 現 在 は １

L

 

１ ６ ８ 円 を

基 準 価 格 と し た 上 で 、 そ れ を 上 回 る 分に つ い て

2 5円 （ 上 限 額 ） ま で は 全 額 を 、

上 限 を 超 え た 分 に つ い て は そ の 半 額 を支 給 し て い る 。 ２ ０ ２ ３ 年 １ 月 か ら ５月 に か け て 、 こ の

2 5円 の 上 限 額 を 毎 月

２ 円 ず つ 引 き 下 げ 、 ６ 月 以 降 に つ い ては 段 階 的 に 縮 小 す る 方 針 を 示 し て い るも の の 、 今 後 も 原 油 価 格 の 高 騰 が 続 けば 、 際 限 な く 補 助 金 （ 税 金 ） の 投 入 が続 く 悪 循 環 に 陥 る 可 能 性 が 大 き い 。 また 消 費 者 に と っ て は ガ ソ リ ン が 値 上 がり し な い の は あ り が た い が 、 結 果 的 に別 の 形 で 消 費 者 の 税 負 担 増 は 避 け ら れな い は ず で あ る 。　
政 府 は ガ ソ リ ン 等 税 制 の 抜 本 的 な 見

直 し を ２ ０ ２ ５ 年 ま で に 実 施 す る と して い る が 、 今 後 も 原 油 が 高 止 ま り す るこ と が 予 想 さ れ る こ と か ら 、 国 民 生 活や 経 済 活 動 に 必 要 不 可 欠 な ガ ソ リ ン 等燃 料 の 適 正 価 格 の 在 り 方 や エ ネ ル ギ ー源 の 多 様 化 や 省 エ ネ 、 脱 炭 素 を ど う する の か な ど 、 今 後 を 見 据 え た ガ ソ リ ン等 の 税 制 改 革 の 実 現 と 揮 発 油 税 へ の 二重 課 税 を 直 ち に 解 消 す る こ と を 要 望 する 。
( 3)ふ る さ と 納 税 制 度 の 見 直 し に つ い て

　
ふ る さ と 納 税 制 度 は 大 都 市 か ら 地 方

へ 税 収 移 転 を 目 的 に 始 ま っ た 制 度 で ある が 、 人 気 の 返 礼 品 が あ る 自 治 体 に 寄付 が 集 中 し 、 自 治 体 で 税 収 を 奪 い 合 う構 図 が 続 い て い る 。　
総 務 省 が 公 開 し た デ ー タ に よ る と 、

２ ０ ２ １ 年 度 の 寄 付 額 は 過 去 最 多 の８ ，  ３ ０ ２ 億 円 に 対 し 、

4 6％ に あ た る

３ ，  ８ ５ １ 億 円 が 経 費 に な っ て い て 住 民

サ ー ビ ス に 使 わ れ る べ き 税 金 の 約 半 額が 経 費 と し て 消 え て い る 。　
さ ら に 寄 付 を 受 け た 分 か ら 経 費 を 引

い た 収 支 で は 全 国 の 自 治 体 の

2 7％ が 赤

字 で 、 高 止 ま り す る 経 費 が 赤 字 の 一 因に な っ て い る 。 返 礼 品 の 調 達 と し て 地元 に 落 ち る 分 は ま だ し も 、 少 な く な い金 額 が 仲 介 サ イ ト へ の 手 数 料 と し て 特定 企 業 に 流 れ 、 ゆ が ん だ 政 策 に な っ てい る 。 手 数 料 の 制 限 な ど 制 度 見 直 し を検 討 す べ き で あ る 。
( 4)租 税 教 育 に つ い て

　
租 税 教 育 は 、 少 子 高 齢 化 が す す む 現

在 に お い て 、 超 高 齢 化 社 会 の 現 役 世 代と な る 子 供 た ち が 、 税 の 意 義 や 税 が 果た す 役 割 に つ い て 、 正 し い 理 解 を 深 める こ と は 極 め て 重 要 で あ る た め 、 学 校教 育 の み な ら ず 、 社 会 全 体 で 取 り 組 むべ き も の で あ り 、 そ の 対 象 を 大 学 生 や社 会 人 ま で 拡 大 す る な ど 、 国 民 全 体 で税 に つ い て 考 え る 環 境 整 備 が 必 要 で ある 。
( 5)震 災 復 興 に つ い て

　
東 日 本 大 震 災 か ら の 復 興 に 向 け て 、

２ ０ ２ １ 年 度 か ら

2 5年 度 ま で の ５ 年 間

を  「 第 ２ 期 復 興  ・  創 生 期 間 」  と 位 置 付 け 、こ れ ま で の 効 果 を 十 分 に 検 証 し 、 予 算執 行 を 効 率 化 す る と と も に 、 原 発 事 故の 対 応 を 含 め て 引 き 続 き 適 切 な 支 援 を行 う 必 要 が あ る 。
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１ ．

取 締 役 の 第 三 者 に 対

　

　
す る 責 任

　
取 締 役 は そ  の 会 社 に 対 し

て 忠 実 に 職 務 を 遂 行 す る

義 務 を 負  っ  て  い  る 。 こ  の 忠 実 義 務 につ  い  て 、 業 務 を 執 行 し な  い  社 外 取 締役 の 忠 実 義 務 の 主 た る 内 容 は 、 業務 を 執 行 す る 代 表 取 締 役 等 の 業 務執 行 を 監 視 し 、 会 社 に 損 害 を 与 える 業 務 執 行 を 差 し 止 め る よ う に する こ と  で あ る と さ れ て  い  る 。 そ れ を怠  っ  て  い  る 場 合 に は 任 務 懈 怠 と し て会 社 に 対 し  て 損 害 賠 償 義 務 を 負 う 。

一  方 、 会 社 に 損 害 が 発 生 し そ の 結果 第 三 者 が 損 害 を 被 る 場 合 （ 会 社の 倒 産 に よ り 債 権 者 に 債 権 の 回 収不 能 が 発 生 し た 場 合 な ど ）  、 だ け でな く 会 社 に 損 害 が 発 生 し な く て も 、直 接 第 三 者 が 損 害 を 被 る 場 合 の 双方 に  つ  い  て 、 こ  の 任 務 懈 怠 に よ り 会社 以 外 の 第 三 者 に 損 害 が 発 生 し た場 合 に は 、 こ  の 任 務 懈 怠 に  つ  い  て 悪意 又 は 重 大 な 過 失 が あ る と き は 第三 者 に 対 し て も 損 害 賠 償 義 務 を 負う と さ れ  て  い  る 。

２ ．

登 記 簿 上 の 取 締 役 の 責 任

　 　

質 問 の 事 例 に お  い  て 、 Ｄ も Ｅ も 、 代表 取 締 役 Ａ  の 設 問 記 載 の 行 為 が され た 令 和 ３ 年 ７ 月

1 5日 頃 の 時 点 で

は 、 会 社  の 取 締 役 で  は な  い  。 取 締 役で は な  い  も  の  が 取 締 役 の 責 任 を 負 うと  い  う こ と は 通 常 は あ り 得 な  い  こ とで あ る 。 に も か か わ ら ず 取 締 役 を退 任 し  て  い  る  Ｄ 、 Ｅ  に  つ  い  て 取 締 役  の責 任  の 有 無 が 問 題 に な る  の  は 、 会 社法 第 ９  ０  ８ 条 に 次 の 規 定 が あ る か らで あ る 。  「 会 社 法 ９ ０ ８ 条 １ ，  こ  の法 律 に よ り 登 記 す  べ き 事 項 は 、 登記 の 後 で な け れ ば 、 こ れ を も  っ  て 善意 の 第 三 者 に 対 抗 す る  こ と が  で き ない  。 ２ ，  故 意 又 は 過 失 に よ  っ  て 不 実の 事 項 を 登 記 し た 者 は 、 そ の 事 項が 不 実 で あ る こ と を も  っ  て 善 意 の 第三 者 に 対 抗 す る  こ と が  で き な  い  。  」

　 　

取 締 役 の 退 任 は 法 律 の 規 定 に よ り登 記 し な け れ ば な ら な  い  こ と  に な  っ  てい  る 。 し た が  っ  て 、 取 締 役 の 退 任 の登 記 が さ れ て  い  な  い と き は 、 Ｄ も Ｅも 自 分 が 取 締 役 で は な  い  こ と を 善 意の 第 三 者 （ 質 問  の 事 例 で は  Ｘ 社 ） に対 抗 で き な  い  。 ま た 、 取 締 役 を 退任 し た  の  に 退 任 の 登 記 が さ れ て  い  ない  こ と を 知 り な が ら 、 あ え て そ の まま 放 置 し た よ う な 場 合 は 、 前 条 第２ 項 の 「 故 意 ま た は 過 失 に よ  っ  て 不実 の 事 項 を 登 記 し た 者 」 に 該 当 する と 評 価 さ れ る 可 能 性 も な  い  わ け では な  い  。 そ う す る と 、 Ｄ  、 Ｅ は Ｘ 社に 対 す る 取 締 役  の 責 任 を 追 及 さ れ  ても  や む を 得 な  い  よ う に も 思 わ  れ  る 。

　 　

し か し 、 前 記 の と お り 取 締 役 が 第三 者 に 対 し て 責 任 を 負 う の は 、 取締 役 と し て  の 任 務 懈 怠 が あ り 、 それ が 悪 意 又 は 重 過 失 で あ る 場 合 で

あ る 。 Ｄ 、 Ｅ は 取 締 役 で は な  い  の  であ る か ら 取 締 役 会 に 出 席 す る こ とも で き ず 、 代 表 取 締 役 の 行 為 の 差し 止 め や 取 締 役 会 の 招 集 等 の 監 視義 務 を 遂 行 す る 行 為 を す る こ と がで き な  い  状 況 に あ る 。 そ  の  よ う な 者に 対 し て 、 任 務 懈 怠 が あ り 、 そ れが 悪 意 ま た は 重 過 失 に よ る も  の  で ある 、 と  い  う こ と は 相 当 困 難 で あ る 。

３ ．

判 例 の 立 場

　 　

以 上 の  こ と を 踏 ま え 、 退 任 し た 取締 役 に  つ き 、 判 例 上 も 、 会 社 の 業務 に 関 与 し な か  っ  た 者 の 責 任 を 認 めた 事 例 は 少 数 に と ど ま る 。

　 　

判 例 は 辞 任 登 記 未 了 の 元 取 締 役 の第 三 者 に 対 す る 責 任 に  つ き 、 ① 辞任 後 も な お 積 極 的 に 取 締 役 と し て対 外 的 ・ 内 部 的 な 行 為 を あ え て した か 、 ま た は 、 ② 不 実 の 登 記 を 残存 さ せ る  こ と  に  つ  き 登 記 申 請 者 に 明示 的 な 承 諾 を 与 え て  い た 、 な ど の場 合 の  み 責 任 が 認 め ら れ る と し て  いる 。 登 記 申 請 者 に 辞 任 の 登 記 が され な く て も そ れ に  つ  い  て 、 黙  っ  て  い  る程 度 で は な く 、 明 示 的 に あ る  い  は 積極 的 に 承 諾 し て  い  る  こ と が 必 要 で ある と 絞 り を か け て  い  る  の  で あ る 。

４ ．

Ｄ 、 Ｅ の と る べ き 行 為

　 　

以 上 に 記 載 し た  こ と を 考 慮 し  て 、  Ｄ 、Ｅ は 取 締 役 の 退 任 の 登 記 を 速 や かに す る よ う に 登 記 申 請 者 で あ る 代表 取 締 役  の  Ａ  に 申 し 出 、 そ  の 申 し 出し た こ と の 証 拠 （ 例 え ば 申 し 出 を書 面 等 で し 、 そ の 写 し を 保 管 し てお く な ど ） を 提 出 で き る よ う に し  てお く こ と が 重 要 な  こ と  に な る と 考 えら れ る 。

退 任 登 記 未 了 の 取 締 役 の 責 任

古 屋 法 律 会 計 事 務 所
弁 護 士

　

 古 屋

　
俊 仁

法 律 相 談

　 「 Ｙ 社 （ 株 式 会 社 ） は 資 金 繰 り に 行 き 詰 ま っ て い た 。 Ｙ 社 の 代 表取 締 役 Ａ は 会 社 を 継 続 す る た め 令 和 ３ 年 ７ 月

1 5日 、  Ｘ 社  （ 株 式 会 社 ）

か ら 大 量 の 商 品 を 購 入 し 、 直 ち に 、 他 に 安 値 で 転 売 し て 資 金 を 得た が 、 間 も な く 倒 産 し た 。 そ の た め Ｘ 社 は 商 品 の 売 買 代 金 が 回 収

で き な く な っ た 。 Ｙ 社 の 登 記 簿 に は Ａ 、 Ｂ 、 Ｃ 、 Ｄ 、 Ｅ が 取 締 役 と し て 登 記さ れ て い る 。 し か し 、 Ｄ は 平 成

3 0年

1 2月

2 0日 取 締 役 を 辞 任 し て お り 、 Ｅ は 令

和 １ 年 ５ 月

3 0日 任 期 満 了 に て 取 締 役 を 退 任 し て い た 。 Ｙ 社 の 代 表 取 締 役 Ａ は

Ｄ 、 Ｅ の 取 締 役 の 退 任 に つ い て の 登 記 を し て い な か っ た 。 Ｘ 社 は Ａ 、 Ｂ 、 Ｃ 、の み な ら ず Ｄ 、 Ｅ に 対 し て も 取 締 役 の 第 三 者 に 対 す る 責 任 と し て 、 回 収 不 能の 売 買 代 金 相 当 額 の 損 害 賠 償 責 任 を 追 及 し た い と 考 え て い る 。 Ｄ 、 Ｅ の 責 任は ど う な る の だ ろ う か 。
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１ ．  消 費 税 法 改 正 の ポ イ ン ト
( 1)イ  ン  ボ イ  ス 制 度 の 開 始

　 　

令 和 ５ 年

1 0月 １ 日 か ら 「 イ  ン  ボ イ  ス  制

度 （ 適 格 請 求 書 等 保 存 方 式 ）  」 が 開 始さ れ ま す 。
　 　

イ  ン  ボ イ  ス  制 度  の 開 始 後 は 、 売 手 側 は
買 手 で あ る 取 引 相 手 か ら 求 め ら れ た とき は 、  「 適 格 請 求 書 （ イ ン  ボ イ ス ）  」 を交 付 し な け れ ば な り ま せ ん 。 ま た 、 交付 し た イ  ン  ボ イ  ス  の 写 し 又 は 電 磁 的 記 録を 保 存 し て お く 必 要 が あ り ま す 。 買 手側 は 原 則 と し  て イ  ン  ボ イ  ス  又 は 「 適 格 簡易 請 求 書 （ 簡 易 イ  ン  ボ イ  ス ）  」 の 保 存 が仕 入 税 額 控 除  の 要 件 と さ れ 、  い  わ  ゆ る 免税 事 業 者 等 （ 適 格 請 求 書 発 行 事 業 者 以外 の 者 ） か ら 仕 入 れ た 場 合 は 仕 入 税 額控 除 が  で き な  い  こ と  に な り ま す 。

図 表 ①

( 2)イ  ン  ボ イ  ス と は

　
　
イ ン ボ イ ス と は 「 売 手 が 、

買 手 に 対 し 正 確 な 適 用 税 率 や消 費 税 額 等 を 伝 え る た め  の 手段 」 で あ り 、 請 求 書  ・  納 品 書  ・領 収 書  ・  レ  シ  ー  ト 等 書 類  の 名 称は 問 わ ず 、  一  定 の 事 項 を 記 載 した 書 類 を  い  い  ま す 。
　 　

イ  ン  ボ イ  ス  を 発 行 す る た め  に
は 、  「 適 格 請 求 書 発 行 事 業 者 」と な る 必 要 が あ り 、  「 適 格 請求 書 発 行 事 業 者 」 と な る  に は 、国 税 庁  へ  の 登 録 申 請 が 必 要 とな り ま す 。 令 和 ５ 年

1 0月 １ 日

の イ  ン  ボ イ  ス  制 度 の 開 始 と 同 時に イ  ン  ボ イ  ス  を 発 行 で き る よ うに す る た め に は 、 令 和 ５ 年 ９月

3 0日 ま で に 申 請 し な け れ ば

な り ま せ ん 。 な お 、 免 税 事 業者 は 適 格 請 求 書 発 行 事 業 者 にな る  こ と が  で き な  い  た め 、 消 費

税 の 課 税 事 業 者 を 選 択 し た 上 で 登 録 申請 を 行 わ な け れ ば  い  け ま せ  ん （ 登 録 に おけ る 経 過 措 置 が あ り ま す ）  。

図 表 ②

( 3)イ  ン  ボ イ  ス  の 発 行 義 務 と 発 行 方 法 等
　
① 発 行 義 務

　 　

適 格 請 求 書 発 行 事 業 者 は 、 次 の ケ ー

ス を 除 き 、 取 引 先 か ら 要 求 さ れ た 際 には イ ン  ボ イ ス を 交 付 す る 義 務 が あ り ます 。 ま た 、 交 付 し た イ ン ボ イ ス  の 記 載に 誤 り が あ  っ  た 場 合 に は 、 修 正 し た も のを 交 付 し な け れ ば な り ま せ ん 。 た だ し 、当 初 に 発 行 し た イ  ン  ボ イ  ス と  の 関 連 性 を明 ら か  に し た 上 で 、 修 正 し た 事 項 の  み を明 示 し た 書 類 を 発 行 す る こ と も で き ます 。
　 　

な お 、 イ  ン  ボ イ  ス  の 交 付 を 受 け た 事 業

者 側 で イ  ン  ボ イ  ス  の 追 記 ・ 修 正 を 行 う こと は  で き ま せ  ん 。≪ イ ン  ボ イ ス  の 交 付 義 務 が 免 除 に な
る ケ  ー  ス  ≫

イ 、 公 共 交 通 料 金 （ ３ 万 円 未 満  の も
の ）

ロ  、 出 荷 者 等 が 卸 売 市 場 に お  い  て 行
う 生 鮮 食 料 品 等  の 販 売

ハ  、 生 産 者 が 農 協 等 に 委 託 し て 行 う
農 林 水 産 物  の 販 売

ニ  、 自 動 販 売 機 及 び 自 動 サ ー ビ  ス 機
で  の 販 売 （ ３ 万 円 未 満  の も  の ）

ホ 、 郵 便 ポ  ス  ト  に 投 函 さ れ る 郵 便 物
　
② 発 行 方 法

　 　

適 格 請 求 書 発 行 事 業 者 は 、 紙 の イ  ン

消 費 税 法 改 正（ イ ン ボ イ ス 制 度 ） 導 入 直 前  　 　 　 　 　 　 　

～ 事 業 者 の 最 終 確 認 と 留 意 点 ～
東 京 地 方 税 理 士 会

　
甲 府 支 部

税 理 士

　

 飯 島

　
正 樹

税 務 相 談
　
い よ い よ 令 和 ５ 年

1 0月 １ 日 よ り イ ン ボ イ ス 制 度 が 導 入 ・ 開 始 と な り ま す 。

　
そ こ で 事 業 者 が こ の 制 度 に 間 違 い な く 対 応 す る た め に 必 要 な 改 正 点 の ポ イ ン

ト と 仕 入 税 額 控 除 の 内 容 （ 改 正 内 容 ） に つ い て 再 確 認 し ま し ょ う 。

図 表 ① 　 出 典 ： 「 適 格 請 求 書 等 保 存 方 式 の 概 要 ～ イ ン ボ イ ス 制 度 の 理
　 　 　 　 解 の た め に ～ 」 国 税 庁 、 一 部 改 変

図 表 ② 　 出 展 ： 国 税 庁 リ ー フ レ ッ ト 、 一 部 改 変
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ボ イ  ス  に 代 え 、  電 子  メ  ー  ル  に よ  る 電 子 デ  ータ  の 提 供 な ど 電 磁 的 記 録 （ 電 子 イ ン  ボイ  ス  ） を 提 供 す る  こ と が  で き ま す 。 紙  の請 求 書 の 内 訳 を 電 磁 的 記 録 で 提 供 す るな ど 、 紙 と 電 磁 的 記 録 を 併 用 し て 提 供す る  こ と も 認 め ら れ ま す 。
　
③ 保 存 義 務

　 　

イ  ン  ボ イ  ス  は 、 買 手 だ け で な く 売 手 側
に も 交 付 し た 書 類 の 写 し （ 控 え ） の 保存 義 務 が あ り ま す 。

　 　

ま た 、 電 磁 的 記 録 （ 電 子 イ  ン  ボ イ  ス ）
を 提 供 し た 場 合 に は 、 そ の 電 磁 的 記 録の ま ま 保 存 す る  こ と も 可 能 で す 。( 4)仕 入 税 額 控 除 の 要 件

　
　
仕 入 税 額 控 除 を 受 け る た め に は 、 イ

ン  ボ イ  ス  だ け で な く 法 定 事 項 が 記 載 さ れた 帳 簿 の 保 存 も 必 要 で す 。 帳 簿 の 記 載事 項 は 、 改 正 前 の 制 度 と 変 更 は あ り ませ  ん 。
　

<

帳 簿  の 記 載 事 項

>

　 　

イ 、 仕 入 先  の 氏 名 又 は 名 称

　 　

ロ  、 取 引 年 月 日

　 　

ハ  、 取 引 内 容 （ 軽 減 税 率 対 象 品 目 で
あ る 旨 ）

　 　

ニ  、 取 引 金 額

　

 　
原 則 と し て 「 適 格 請 求 書 発 行 事 業

者 」 か ら 交 付 を 受 け た イ  ン  ボ イ  ス  又 は 簡易 イ  ン  ボ イ  ス  の 保 存 が 仕 入 税 額 控 除 の 要件 と さ れ ま す が 、 例 外 と し て 「 帳 簿 のみ の 保 存 に よ り 仕 入 税 額 控 除 が 認 め られ る 取 引 」 が あ り ま す 。 以 下 の 場 合 には 適 格 請 求 書 等 の 保 存 が 必 要 な く 、  一  定の 事 項 が 記 載 さ れ た 帳 簿 の 保 存 の  み  で 仕入 税 額 控 除 が 認 め ら れ ま す （ 注 ）  。
　 （ 注 ） 基 準 期 間 に お け る 課 税 売 上 高 が１ 億 円 以 下 （ 又 は 特 定 期 間 に お け る 課

税 売 上 高 が ５ ，  ０  ０  ０ 万 円 以 下 ） で あ る事 業 者 は 、 制 度 開 始 か ら ６ 年 間 、 税 込１ 万 円 未 満 の 課 税 仕 入 れ に  つ  い  て も 、 帳簿 の み の 保 存 で 仕 入 税 額 控 除 が 可 能 です 。≪ 帳 簿 の 保 存 の  み  で 仕 入 税 額 控 除 が
認 め ら れ る 取 引 ≫

イ 、 公 共 交 通 機 関 に よ る 旅 客 の 運 送（ ３ 万 円 未 満 ）
ロ  、 入 場 券 等 が 使 用 の 際 に 回 収 さ れ

る も  の
ハ  、  古 物 営 業 者 に よ  る 古 物  の 購 入 （ 購

入 者 の 棚 卸 資 産 に 該 当 す る も の  に限 る ）
ニ  、 自 動 販 売 機 及 び 自 動 サ ー ビ  ス

機 か ら の 商 品 ・ サ ー ビ  ス  の 購 入（ ３ 万 円 未 満 ）ホ 、 従 業 員 等 に 支 給 す る 通 常 必
要 と 認 め ら れ る 出 張 旅 費 、 日当 及 び 通 勤 手 当

　
等

( 5)免 税 事 業 者 等 か ら  の 課 税 仕 入 れに 係 る 経 過 措 置
　
　
適 格 請 求 書 発 行 事 業 者 以 外 か

ら  の 課 税 仕 入 れ  に  つ  い  て は 、 原 則 とし て 仕 入 税 額 控 除 が で き ま せ ん 。し か し 、 経 過 措 置 に よ り  一  定 期 間は 、 免 税 事 業 者 等 か ら  の 課 税 仕 入れ に  つ  い  て も 、  一  定 事 項 が 記 載 さ れた 帳 簿 及 び 請 求 書 等 又 は 電 磁 的記 録 を 保 存 す る  こ と  に よ り 、 部 分的 に 仕 入 税 額 控 除 が 可 能 で す 。
　 　 　

図 表 ③

　
図 表 ④

( 6)小 規 模 事 業 者 に 係 る 税 額 控 除に 関 す る 経 過 措 置  （  い  わ ゆ る  「 ２

割 特 例 」  ）
　
　
令 和 ５ 年

1 0月 １ 日 か ら 令 和 ８ 年 ９ 月

3 0日 ま  で  の  日  の 属 す る 各 課 税 期 間  （ 注 １ ）
に お  い  て 、 以 下 の ① ② の 対 象 者 は 、 納 税額 を そ の 課 税 期 間 に お け る 課 税 標 準 額に 対 す る 消 費 税 額 （ 課 税 売 上 げ に 対 する 消 費 税 額 ）  の  ２ 割 と す る  こ と が  で き ます 。

　
① 免 税 事 業 者 が 適 格 請 求 書 発 行 事 業 者

の 登 録 を 受 け 、 登 録 日 か ら 課 税 事 業者 と な る 者

　
② 免 税 事 業 者 が 課 税 事 業 者 選 択 届 出 書

を 提 出 し た 上 で 登 録 を 受 け て イ ン  ボイ  ス  発 行 事 業 者 と な る 者 （ 注 ２ ）

 

（ 注 １ ） 個 人 事 業 者 に あ  っ  て は 、 令 和 ５ 年

1 0月 か ら

1 2月 の 申 告 か ら 令 和 ８ 年 分

の 申 告 ま で 対 象

（ 注 ２ ）

 課 税 事 業 者 選 択 届 出 書 を 提 出 し  て

い  る こ と に よ り 、 イ  ン  ボ イ ス 制 度 の 施行 前 か ら 課 税 事 業 者 と な る 令 和 ５ 年
1 0月 １ 日 の 属 す る 課 税 期 間 を 含 む 申

告 に  つ  い  て は 、 ２ 割 特 例 の 適 用 を 受 ける  こ と は  で き ま せ  ん 。 た だ し 、 そ  の 課税 期 間 中 に 課 税 事 業 者 選 択 不 適 用 届出 書 を 提 出 す れ ば 、 ２ 割 特 例 を 適 用で き る  こ と と す る 特 例 が 設 け ら れ  て  いま す 。

　 　

<

２ 割 特 例  の イ  メ  ー  ジ

>

　
図 表 ⑤

図 表 ④ 　 出 典 ： 「 適 格 請 求 書 等 保 存 方 式 の 概 要 ～ イ ン ボ イ ス 制 度 の 理 解 の た
　 　 　 　 め に ～ 」 国 税 庁 、 一 部 改 変

図 表 ③

図 表 ⑤ 　 出 典 ： 財 務 省 Ｈ Ｐ 「 令 和 5 年 度 に お け る イ ン ボ イ ス 制 度 の 改 正 に つ い
　 　 　 　 て 」 小 規 模 事 業 者 向 け 納 税 額 が 売 上 税 額 の ２ 割 に 軽 減 ？ 、 一 部 改 変
　 　 　 　 令 和 ５ 年 度 改 正 に お け る イ ン ボ イ ス 制 度 の 改 正 に つ い て : 財 務 省

課 税 仕 入 れ の 期 間 仕 入 税 額 控 除 対 象 額

令 和 5 年 1 0 月 1 日 ～ 令 和 8 年 9 月 3 0 日 仕 入 税 額 相 当 額 ×  8 0 ％

令 和 8 年 1 0 月 1 日 ～ 令 和 1 1 年 9 月 3 0 日 仕 入 税 額 相 当 額 ×  5 0 ％

令 和 1 1 年 1 0 月 １ 日 ～ 仕 入 税 額 控 除 は 不 可
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　 甲 府 市 内 の 法 人  C  社 に お い て 、 従 業 員 の 甲 さ ん が ７ 月 末 に 退 職 し ま し た 。
　 甲 さ ん に 対 す る ８ 月  2 0  日 支 給 の 給 料 等 に 係 る 源 泉 徴 収 税 額 の 計 算 方 法 に つ い て 、 経 理
担 当 １ 年 目 の  A  さ ん が ベ テ ラ ン 職 員  B  さ ん に 相 談 し て い ま す 。
　 な お 、 C  社 の 給 料 は 、 毎 月 月 末 締 、 翌 月  2 0  日 払 と な っ て い ま す 。

ベ テ ラ ン 職 員  B  

ベ テ ラ ン 職 員  B  

ベ テ ラ ン 職 員  B  

ベ テ ラ ン 職 員  B  

源 泉 所 得 税 退 職 後 に 従 業 員 に 支 給 す る 給 与 等 は 、 原 則 、 税 額 表

乙 欄 を 適 用 し て 源 泉 徴 収 を 行 い ま す 。

従 業 員 の 甲 さ ん が 当 社 を  7  月  3 1  日 付 で 退 職 し ま し た が 、 こ の 場 合 、 ８ 月  2 0  日 に

支 給 す る 給 与 に つ い て 、 税 額 表 甲 欄 を 適 用 し て 源 泉 徴 収 し て 良 い で し ょ う か 。

そ う し た い と こ ろ だ け ど 、 所 得 税 法 基 本 通 達  1 9 4 ・ 1 9 5 ― ６ で 「 給 与 所 得 者 の 扶

養 控 除 等 申 告 書 （ 以 下 「 扶 養 控 除 等 申 告 書 」 ） 」 は 、 退 職 す る と 効 力 を 失 う と さ れ

て い る ん だ 。

だ か ら 、 年 の 途 中 で 退 職 し た 従 業 員 に 対 し て 退 職 後 に 支 給 す る 給 与 等 は 、 原 則 と

し て 、 税 額 表 乙 欄 を 適 用 し て 源 泉 徴 収 を 行 う 必 要 が あ る ん だ よ 。

な ぜ 「 扶 養 控 除 等 申 告 書 」 は 退 職 す る と 効 力 を 失 う ん で し ょ う か 。

「 扶 養 控 除 等 申 告 書 」 は 、 主 た る 給 与 の 支 払 者 の １ 社 に 対 し て の み 提 出 で き る ん だ 。

年 の 途 中 で 退 職 し た 従 業 員 は 、 退 職 後 に 別 の 会 社 に 再 就 職 し て 、 そ の 再 就 職 先 に 「 扶

養 控 除 等 申 告 書 」 を 提 出 し て い る か も し れ な い か ら ね 。

で は 、 そ の 退 職 し た 従 業 員 が 別 の 会 社 に 「 扶 養 控 除 等 申 告 書 」 を 提 出 し て い な い

こ と が 分 か れ ば 、 当 社 に 提 出 さ れ た 「 扶 養 控 除 等 申 告 書 」 は 効 力 を 失 わ ず 、 退 職

後 に 支 給 す る 給 与 に つ い て 、 税 額 表 甲 欄 を 適 用 し て 源 泉 徴 収 し て も 良 い の で す か 。

い い 質 問 だ ね 。

先 ほ ど の 通 達 で 、 退 職 後 に 給 与 等 の 支 払 を す る 時 点 で 、 そ の 退 職 し た 従 業 員 が 他

の 給 与 等 の 支 払 者 を 経 由 し て 「 扶 養 控 除 等 申 告 書 」 を 提 出 し て い な い こ と を 条 件

と し て 、 退 職 後 に 支 給 す る 給 与 等 に 係 る 源 泉 徴 収 税 額 は 「 扶 養 控 除 等 申 告 書 」 が

退 職 後 も 引 き 続 き 効 力 を 有 す る も の と し て 計 算 し て 差 し 支 え な い と し て い る ん だ 。

た だ 、 退 職 後 の 給 与 支 給 日 に 、 「 扶 養 控 除 等 申 告 書 」 を 別 の 会 社 に 提 出 し て い な い

こ と を 確 認 す る こ と は 難 し い け ど ね 。

そ う で す か 。

で は 、 退 職 後 の 給 与 等 で 他 に 気 を 付 け る こ と は 有 り ま す か 。

今 回 は 給 与 だ っ た け れ ど 、 こ れ が ７ 月 末 に 退 職 し た 従 業 員 に 対 し て  1 2  月 に 支 給 す

る 賞 与 だ っ た 場 合 か な 。

給 与 と 同 じ よ う に 、 退 職 後 に 支 給 す る 賞 与 に 対 し て 、 原 則 乙 欄 を 適 用 し て 源 泉 徴

収 す る こ と に な る け れ ど 、 前 月 中 の 給 与 等 の 金 額 が な い 賞 与 の 場 合 、 特 殊 な 税 額

計 算 方 法 に な る の で 注 意 が 必 要 だ ね 。

経 理 担 当 Ａ経 理 担 当 Ａ

経 理 担 当 Ａ経 理 担 当 Ａ

経 理 担 当 Ａ経 理 担 当 Ａ

経 理 担 当 Ａ経 理 担 当 Ａ
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自 主 点 検 チ ェ ッ ク シ ー ト ・ ガ イ ド ブ ッ ク に つ い て （ そ の ７ ）

　 前 回 は 、 点 検 項 目 の う ち 「 Ⅳ ． 損 益 関 係 」 の 「 福 利 厚 生 費 」 、 「 旅 費 ・ 交 通 費 」 、 「 交
際 費 」 に つ い て ご 紹 介 し ま し た 。
　 今 回 は 、 「 Ⅳ ． 損 益 関 係 」 の 「 賃 借 料 」 、 「 保 険 料 」 、 「 経 費 全 般 」 で す 。
　 「 Ⅳ ． 損 益 関 係 」 の 点 検 項 目 は 、 次 の よ う に 分 か れ て い ま す 。

　 そ れ で は 、 点 検 項 目 の 中 か ら 、 主 な も の を い く つ か ピ ッ ク ア ッ プ し て 見 て い き た
い と 思 い ま す 。

〇 売 上

〇 売 上 原 価 ・ 製 造 原 価 ・ 工 事 原 価

〇 役 員 報 酬

〇 給 料 ・ 賞 与

〇 福 利 厚 生 費

〇 旅 費 ・ 交 通 費

点 検 項 目 ポ イ ン ト

6 6
　 賃 借 物 件 の 使 用 目 的 は 明

確 に さ れ て い ま す か 。

　 賃 借 物 件 の 使 用 目 的 に よ っ て 、 消 費 税 の 課 税 区 分 が 異 な り

ま す 。 例 え ば 、 会 社 の 事 務 所 と し て の 使 用 で あ れ ば 課 税 取 引

に な り 、 個 人 の 住 宅 と し て の 使 用 で あ れ ば 非 課 税 取 引 と な り

ま す 。 消 費 税 の 課 税 区 分 を 誤 ら な い よ う に 注 意 し て く だ さ い 。

6 8

　 支 払 保 険 料 に つ い て 資 産

性 （ 保 険 積 立 金 ） の 有 無 を

確 認 し ま し た か 。

　 契 約 書 な ど に よ り 、 保 険 内 容 、 被 保 険 者 、 契 約 者 な ど の 契

約 内 容 を 確 認 し て く だ さ い 。 保 険 内 容 に よ っ て は 、 支 払 保 険

料 が 損 金 の 額 に 算 入 で き る も の と 損 金 の 額 に 算 入 で き ず に 保

険 積 立 金 と し て 資 産 計 上 す べ き も の が あ り ま す 。 保 険 内 容 を

よ く 確 認 し て 、 処 理 の 誤 り が な い よ う に し て く だ さ い 。

7 1
　 領 収 書 の 宛 名 は 法 人 名

（ 自 社 ） と な っ て い ま す か 。

　 宛 名 が 自 社 名 以 外 （ 個 人 名 ・ 得 意 先 ・ 空 白 ・ 上 様 な ど ） に な っ

て い る 領 収 書 は あ り ま せ ん か 。

　 税 務 調 査 で 宛 名 が 自 社 名 以 外 の 領 収 書 が 発 見 さ れ た 場 合 、

取 引 の 内 容 を 調 査 し て 、 会 社 の 経 費 と し て は 認 め ら れ ず 申 告

の 誤 り と し て 指 摘 さ れ る こ と が あ り ま す 。 経 費 の 適 切 な 支 出

の た め に も き ち ん と 確 認 し て く だ さ い 。

7 3

　 固 定 資 産 の 付 随 費 用 及 び

修 繕 費 に つ い て は 、 そ の 内

容 の 分 か る 資 料 は 保 存 さ れ

て い ま す か 。

　 固 定 資 産 の 修 理 、 改 良 等 の た め の 支 出 や 取 得 の 際 の 付 随 費

用 の 有 無 を 確 認 で き る よ う に な っ て い ま す か 。

　 例 え ば 、 修 繕 費 な ど の 経 費 科 目 に 計 上 し て い る よ う な も の

で も 、 固 定 資 産 の 取 得 価 額 に 含 め る べ き も の や 資 本 的 支 出 と

し て 資 産 計 上 す べ き も の が あ り ま す の で 、 注 意 し て く だ さ い 。

〇 交 際 費

〇 賃 借 料

〇 保 険 料

〇 経 費 全 般

〇 雑 収 入 ・ 雑 損 失

〇 そ の 他 （ 消 費 税 ・ 印 紙 税 ）
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消 費 税 の消 費 税 の イ ン ボ イ スイ ン ボ イ ス 制 度制 度
令 和 ５ 年 1 0 月令 和 ５ 年 1 0 月 開 始 に 向 け て の ご 準 備開 始 に 向 け て の ご 準 備 を ！を ！

イ ン ボ イ ス を 発 行 す る た め に は 、 イ ン ボ イ ス 発 行 事 業 者 の 登 録 申 請 が 必 要 で す 。

登 録 す る と 消 費 税 の 課 税 事 業 者 と な り 、 消 費 税 の 申 告 が 必 要 で す 。

登 録 は 任 意 で す の で 、 貴 社 の 事 業 実 態 に 合 わ せ て 、 登 録 を ご 検 討 く だ さ い 。

登 録 申 請 手 続 を 行 う 場 合 は 、 早 期 に 登 録 通 知 を 受 け る こ と が で き る ｅ -  Ｔ ａ ｘ

を ご 利 用 く だ さ い 。

オ ン ラ イ ン 説 明 会 や 税 務 署 で の 説 明 会 ・

登 録 要 否 相 談 会 を ご 案 内 し て お り ま す 。

Ｉ Ｔ 導 入 補 助 金 ・ 小 規 模 事 業 者 持 続 化 補

助 金 な ど の 支 援 策 が あ り ま す 。

税 負 担 ・ 事 務 負 担 の 軽 減 措 置 が あ り ま す 。

◆ イ ン ボ イ ス 制 度 に つ い て 詳 し く 知 り た い 方 ◆

○ 　 国 税 庁 Ｈ Ｐ の 「 イ ン ボ イ ス 制 度 特 設 サ イ ト 」 に 制 度 の 概 要 や

　 　 Ｑ ＆ Ａ 、 申 請 手 続 に 関 す る 情 報 を 掲 載 し て い ま す 。

◆ イ ン ボ イ ス 制 度 に つ い て の 一 般 的 な お 問 い 合 わ せ 先 ◆

○ 　 イ ン ボ イ ス コ ー ル セ ン タ ー 　 0 1 2 0  －  2 0 5  －  5 5 3 （ 無 料 ）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9 : 0 0  ～  1 7 : 0 0 （ 土 日 祝 除 く ）

　 　 　 　 　 ※ 　 個 別 の 相 談 は 所 轄 の 税 務 署 へ 事 前 予 約 を お 願 い し ま す 。

○ 　 「 イ ン ボ イ ス 制 度 に 関 す る 相 談 窓 口 一 覧 表 」 に 、 補 助 金 、 取 引

　 　 上 の お 悩 み 、 経 営 な ど 、 各 種 ご 相 談 先 を ま と め て お り ま す の で 、

　 　 ぜ ひ ご 活 用 く だ さ い 。

山 梨 県 総 務 部 税 務 課

山 梨 県 か ら の お 知 ら せ

説 明 会 日 程

特  設  サ イ ト

相 談 窓 口 一 覧 表

令 和 ５ 年 度  税 制 改  正 関 係

中  小  企  業  庁  リ  ー フ  レ  ッ ト
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発 行 所

　
公 益 社 団 法 人

  甲 府 法 人 会

　 　 　 　

広 報 委 員 長

  輿 水
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甲 府 市 中 央 ４ 丁 目

1 2番

2 1号

　 　 　 　

Ｔ

EＬ

  ０ ５ ５

− ２ ３ ７

− ７ ７ ７ ４

印 刷 所

　
株 式 会 社 サ ン ニ チ 印 刷

発 行 日

　
令 和

5年 ８ 月

2 2日

新 入 会 員 紹 介 （ 令 和 5 年 4 月 ～ 8 月 ） （ 順 不 同 ・ 敬 称 略 ）

研 修 会 等 の 予 定

武 蔵 屋 本 店 	

代 	 表 	 者 	 　 本 多 　 長 門
業 　 　 種	  　 飲 食 業	
住 　 　 所	  　 甲 府 市 相 生  2 - 1 6 - 3
	  　 T E L	0 5 5 - 2 3 3 - 4 0 4 1 　 F A X 	0 5 5 - 2 3 3 - 4 0 4 1

合 同 会 社  環 境 計 画 設 計
代 	 表 	 者 	 　 稲 﨑 　 昇 一
業 　 　 種	  　 測 量 ・ 建 設 コ ン サ ル タ ン ト	
住 　 　 所	  　 甲 府 市 相 生  2 - 5 - 1 0 		2 F
	  　 T E L	0 5 5 - 2 2 5 - 5 0 4 4
U 　 R 　 L	  　 htt p: / / w w w. e p d. y a m a n a s hi.j p

合 同 会 社  富 士 モ ー タ ー
代 	 表 	 者 	 　 佐 野 　 朝 明
業 　 　 種	  　 運 転 代 行	
住 　 　 所	  　 甲 府 市 七 沢 町  3 1 3 - 1
	  　 T E L	0 5 5 - 2 2 5 - 3 1 2 3 　 F A X 	0 5 5 - 2 7 6 - 0 1 0 5
U 　 R 　 L	  　 c e b u d ai k o. c o m

大 森 興 業
代 	 表 	 者 	 　 大 森 　 涼 哉
業 　 　 種	  　 土 木 業	
住 　 　 所	  　 中 巨 摩 郡 昭 和 町 押 越  2 1 3 0
	  　 T E L	0 8 0 - 5 1 9 5 - 5 9 3 9 		F A X 	0 5 5 - 2 1 5 - 6 5 5 6

株 式 会 社  今 井 農 園
代 	 表 	 者 	 　 今 井 　 将 彦
業 　 　 種	  　 農 業	
住 　 　 所	  　 北 杜 市 小 淵 沢 町 上 笹 尾  2 5 6 5
	  　 T E L	0 5 5 1 - 3 6 - 3 7 0 7 		

株 式 会 社  雅 工 業
代 	 表 	 者 	 　 浅 川 　 一 美
業 　 　 種	  　 管 ・ 土 木 工 事	
住 　 　 所	  　 甲 府 市 古 上 条 町  4 0 3 - 7
	  　 T E L	0 5 5 - 2 3 6 - 9 0 0 2 		F A X 	0 5 5 - 2 4 4 - 7 7 7 1

株 式 会 社  菊 原 塗 装 店
代 	 表 	 者 	 　 菊 原 　 鉄 也
業 　 　 種	  　 塗 装 業	
住 　 　 所	  　 北 杜 市 小 淵 沢 町  1 0 0 7 8 - 1 4
	  　 T E L	0 5 5 1 - 4 5 - 9 3 6 3

株 式 会 社  日 本 審 査 機 構
代 	 表 	 者 	 　 川 口 　 弘 之
業 　 　 種	  　I S O  審 査	
住 　 　 所	  　 甲 府 市 上 今 井 町  2 4 6 0
	  　 T E L	0 5 5 - 2 3 6 - 9 0 1 1 		F A X 	0 5 5 - 2 3 6 - 9 0 6 6

W A T A N A B E J E W E L R Y
代 	 表 	 者 	 　 渡 邉 　 和 久
業 　 　 種	  　 貴 金 属 卸 業	
住 　 　 所	  　 甲 府 市 千 塚  5 - 6 - 3 1
	  　 T E L	0 9 0 - 6 0 0 8 - 9 0 5 3 		F A X 	0 5 5 - 2 5 1 - 6 2 2 3

依 田 文 人 税 理 士 事 務 所
代 	 表 	 者 	 　 依 田 　 文 人
業 　 　 種	  　 税 理 士 事 務 所	
住 　 　 所	  　 甲 府 市 貢 川 本 町  1 3 - 6 	h a n a s or a  店 舗  2  階
	  　 T E L	0 5 5 - 2 8 8 - 8 5 1 2 　 F A X 	0 5 5 - 2 8 8 - 8 5 1 3

○ 決 算 法 人 説 明 会  ・  イ ン ボ イ ス 制 度 説 明 会　
８ 月

2 8日
　
山 梨 県 地 場 産 業 セ ン タ ー

　 　

【 内 容 】  法 人 税 に つ い て の 注 意 点

　 　 　 　 　

消 費 税 に つ い て の 注 意 点

　 　 　 　 　

源 泉 所 得 税 に つ い て の 注 意 点

　 　 　 　 　

イ ン ボ イ ス 制 度 の 概 要  ・  登 録 申 請 手 続 き に つ い て

○ 新 設 法 人 説 明 会　
９ 月

1 3日
　
甲 府 法 人 会 館

　 　

【 内 容 】  設 立 に と も な う 手 続 き と 税 金 の 申 告  ・  納 税 に つ い て

　 　 　 　 　

日 常 の 取 引 に 係 る 法 人 税 法 上 の 取 扱 い に つ い て

　 　 　 　 　

源 泉 徴 収 事 務 に つ い て

○ ス キ ル ア ッ プ セ ミ ナ ー

　
２ ０ ２ ３

　
各 研 修 と も に 甲 府 法 人 会 館

　
◯ 新 入  ・  若 手 社 員 フ ォ ロ ー ア ッ プ 研 修

　 　 　

第

1回  （ 理 論 編 ）

　
９ 月

1 9日

　 　 　 　

社 会 人 と し て の 心 構 え ／ ビ ジ ネ ス マ ナ ー の 基 本

　 　 　 　

／ 言 葉 づ か い の 基 本

　 　　 　 　

第 ２ 回  （ 実 践 編 ）

　
９ 月

2 8日
　

　 　 　 　

電 話 対 応 ／ 来 客 対 応 ／ 訪 問 の マ ナ ー

　 　 　 　

／ 報 告  ・  連 絡  ・  相 談 の 基 本

　 　 　

第 ３ 回  （ フ ォ ロ ー ア ッ プ 編 ）

　
１ 月

2 5日

　 　 　 　

こ れ ま で の 体 験 談 ／ 社 会 人 と し て 感 じ た 課 題

　 　 　 　

／ 業 務 に つ い て の 感 想 ／ 職 場 に お け る コ ミ ュ ニ ケ ー

　 　 　 　

シ ョ ン ／ 課 題 の 解 決 方 法 と 理 想 の 姿

　
◯ 中 堅 社 員 ス キ ル ア ッ プ 研 修

　

1 0月

2 5日

　 　 　

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能 力  ・  チ ー ム 力 向 上 研 修

　 　 　 　

自 分 の 心 に や る 気 を 起 こ さ せ る

3つ の 方 法 ／ ワ ー ク

　 　 　 　

で 学 ぶ チ ー ム 力 向 上 の 秘 訣 ／ チ ー ム の モ チ ベ ー シ ョ

　 　 　 　

ン を ア ッ プ さ せ る 方 法 ／ １

o n１ ミ ー テ ィ ン グ の 基 本

　 　 　 　

／ オ ン ラ イ ン コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の ポ イ ン ト ／ グ ル

　 　 　 　

ー プ デ ィ ス カ ッ シ ョ ン  （ 異 業 種 交 流 ）

　
◯ 女 性 管 理 職  （ プ レ 管 理 職 含 む ）  研 修

　

1 2月

5日
　

　 　 　

職 場 内 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン  ・  コ ー チ ン グ ス キ ル 向 上 研 修

　 　 　 　

職 場 内 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ／ ア ド ラ ー 心 理 学 の  「 勇

　 　 　 　

気 づ け 」  ／ 傾 聴 の ス キ ル ／ 叱 る ス キ ル ／ ほ め る 、  承 認

　 　 　 　

す る ス キ ル ／ １

o n１ ミ ー テ ィ ン グ の 活 用 ／ グ ル ー プ

　 　 　 　

デ ィ ス カ ッ シ ョ ン  （ 異 業 種 交 流 ）

　






